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（
一
） 

           

（
仮
）
郡
山
藩
分
限
帳
（
江
戸
勤
） 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

阿
部
家
文
書
第
３
６ 

 
 

（
解
題
）
現
在
「
柳
沢
史
料
集
成
第
二
巻 

分
限
帳
類
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る

郡
山
藩
幕
末
期
の
「
分
限
帳
（
上
・
中
・
下
）」
は
、
お
そ
ら
く
安
政
三
（
１

８
５
６
）
辰
年
に
作
成
さ
れ
、
慶
応
四
（
１
８
６
８
）
辰
年
初
ま
で
追
補
さ

れ
た
も
の
で
、
国
許
勤
に
は
「
国
」
表
示
が
な
さ
れ
て
い
る
（
表
示
の
な
い

も
の
は
原
則
的
に
江
戸
勤
）。
こ
れ
に
対
し
て
本
文
書
は
江
戸
勤
の
も
の
に
限

っ
て
、
お
そ
ら
く
こ
れ
よ
り
六
年
前
の
嘉
永
三
（
１
８
５
０
）
戌
年
に
作
成

さ
れ
、
部
分
的
に
元
治
元
（
１
８
６
４
）
子
年
ま
で
追
補
が
な
さ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
こ
の
間
の
昇
進
や
郡
山
・
江
戸
間
を
含
む
異
動
状
況
が
部
分
的
で

は
あ
る
が
判
明
し
、
藩
全
体
の
中
で
江
戸
藩
邸
へ
の
藩
士
配
分
等
も
解
明
し

う
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。 

さ
ら
に
一
部
判
読
困
難
な
部
分
も
あ
る
が
、
藩
士
の
宗
旨
や
檀
那
寺
が
記 

さ
れ
て
お
り
、
階
層
別
の
宗
旨
等
も
判
定
で
き
る
の
で
、
そ
の
意
味
で
も
貴

重
な
史
料
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
（
ほ
ぼ
全
藩
士
に
つ
い
て
記
載
が
あ
り
、
単

身
赴
任
藩
士
の
国
許
檀
那
寺
と
の
関
係
等
を
考
察
す
る
手
掛
り
に
な
り
う

る
）。 

な
お
こ
れ
ら
に
よ
る
と
本
文
書
の
主
要
筆
者
阿
部
軍
内
は
安
政
三
（
１
８ 

５
６
）
年
分
限
帳
に
三
十
八
歳
と
記
さ
れ
て
お
り
、
文
久
二
（
１
８
６
２
）

年
三
月
に
四
十
五
歳
で
「
御
書
院
詰
」
に
昇
進
し
て
い
る
が
、
嘉
永
三
（
１

８
５
０
）
年
作
成
の
江
戸
分
限
帳
に
は
「
御
書
院
詰
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
例
外
的
に
文
久
二
年
迄
追
補
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
無
理
矢

理
に
挿
入
し
た
痕
跡
あ
り
）。 

ま
た
付
属
資
料
は
「
同 

柳
沢
家
譜
集
」
に
収
録
さ
れ
た
保
泰
期
「
縁
戚 

記
」
の
解
説
に
加
え
保
興
・
保
申
期
に
追
加
す
べ
き
部
分
を
付
記
し
た
も
の

で
、
飽
く
ま
で
会
員
用
に
仮
作
成
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
応
こ
こ
に
収

録
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。 
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１ 

御
家
老 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戌
三
十
五 

ａ 

一 
千
石 

 
 
 
 

松
平
但
見 

 
 
 
 
 
 

御
役
料 

二
百
俵 

（
注
）
○分
（
安
政
分
限
帳 

以
下
同
）
１
に
御
家
老
千
二
百
石
御
役
料
二
百
石
と
あ
り
、
記
事

日
付
の
慶
応
元
（
１
８
６
５
）
年
五
月
迄
は
千
石
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
慶
応
元
年
五

月
の
加
増
は
追
記
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
年
齢
に
つ
い
て
は
、
○分
で

は
辰
【
安
政
三
（
１
８
５
６
）
丙
辰
年
】
四
十
一
と
あ
り
、
本
書
の
戌
【
嘉
永
三
（
１
８

５
０
）
庚
戌
年
】
三
十
五
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
書
の
作
成
起
点
は
嘉
永

三
年
で
そ
の
後
の
変
化
が
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
○分
は
同
じ
く
安
政
三
年
で
そ
の
後

原
則
と
し
て
慶
応
四
年
初
期
ま
で
追
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
れ

で
は
本
書
の
追
記
は
何
時
迄
な
さ
れ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
個
別
記
事
か
ら
見
て
、
概
ね

元
治
・
慶
応
初
期
ま
で
は
追
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
書
は
原
本
で
は
な
く
何

ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
書
写
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
追
記
時
期
は
区
々
で
あ
る
。 

 

ｂ 

一 

千
八
百
石 

 
 

柳
澤
内
膳 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戌
四
十
四 

（
注
）
○分
に
は
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
者
が
お
ら
ず
、
現
時
点
で
は
諸
記
録
に
も
見
出
せ
て
い

な
い
。
一
方
○分
２
の
柳
澤
五
郎
右
衛
門
（
薮
田
隼
人
）
の
年
齢
は
、
安
政
三
辰
（
１
８

５
６
）
年
で
十
八
歳
で
あ
り
、
嘉
永
三
戌
年
で
は
十
二
歳
に
な
る
の
で
、
お
そ
ら
く
父

子
関
係
で
あ
ろ
う
。 

 

ｃ 

一 

八
百
石 

 
 
 

大
山
将
監 

 
 
 
 

御
役
料
二
百
俵 

 
 

辰
五
十 

（
注
）
慶
応
元
年
五
月
死
去
。
○分
２
１
に
は
跡
目
と
思
わ
れ
る
寄
合
衆
千
十
石
大
山
弥
兵
衛
「
丑

二
十
二
」
が
あ
る
。
こ
の
「
丑
」
は
お
そ
ら
く
跡
目
相
続
の
慶
応
元
乙
丑
年
と
思
わ
れ

る
。 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（「
老
」
脱
カ
） 

 
 
 
 
 
 

 

御
家
格 

  
 
 
 

勤
方
本
役
之
通 

ｄ 

一 

六
百
石 

 
 

 

薮
田
忠
左
衛
門 

 
 
 
 

御
役
料
二
百
俵 

 
 
 

辰
六
十 

（
注
）
○分
２
５
に
は
慶
応
三
年
三
月
に
寄
合
衆
九
百
石
と
あ
る
。
元
治
二
（
１
８
６
４
）
年
に

は
「
家
老
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
本
項
は
そ
れ
以
前
の
記
事
で
あ
る
。「
真
華
院
道
中

記
」
に
お
い
て
は
、
文
久
三
（
１
８
６
３
）
年
四
月
家
老
と
し
て
箱
根
関
所
出
張
の
記

事
が
あ
る
。
た
だ
「
辰
六
十
」
と
あ
る
の
は
安
政
三
辰
年
の
分
限
帳
基
準
で
あ
り
、
本

来
で
あ
れ
ば
嘉
永
三
戌
年
基
準
の
「
戌
五
十
四
」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
、
何
故
こ

う
な
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
或
い
は
後
代
に
分
限
帳
か
ら
転
記
追
補
し
た
も

の
か
。
な
お
彼
は
天
寿
を
全
う
し
て
お
り
、
天
誅
組
の
乱
に
際
し
て
会
津
藩
士
に
暗
殺

さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
な
い
（
暗
殺
さ
れ
た
の
は
養
子
の
薮
田
極
人
で
あ
る
）
。 

 

大
寄
合 

 

 

ｅ 

一 

千
石 

 
 
 
 

石
澤
條
太
夫 

（
注
）
○分
１
８
に
元
治
元
六
月
寄
合
衆
七
百
五
十
石
石
澤
佐
大
夫
「
午
（
１
８
５
８
）
二
十
六
」

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
跡
目
で
あ
れ
ば
本
項
は
元
治
元
（
１
８
６
４
）
年
以
前

の
記
録
と
な
る
。 

 

ｆ 

一 

五
百
六
十
石 

 

横
地
段
之
助 

（
注
）
○分
５
６
に
御
鑓
奉
行
（
小
普
請
）
六
百
三
十
石
横
地
省
吾
「
申
三
十
一
」
が
記
さ
れ
て
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い
る
が
関
係
不
詳
。
な
お
「
豊
田
家
廻
状
留
」
に
万
延
元
年
三
月
の
櫻
田
門
外
の
変
に

際
し
て
、
段
之
助
名
で
藩
内
に
大
目
附
布
達
を
命
じ
て
い
る
。 

 
ｇ 
一 
九
百
五
十
石 

 
 

斎
藤
丈
太
郎 

（
注
）
○分
７
の
大
寄
合
同
高
・
斎
藤
孫
兵
衛
（
丈
太
郎
）「
辰
二
十
九
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同

人
は
元
治
三
（
１
８
６
４
）
年
に
は
家
老
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 

御
年
寄 

 

  
 
 

浄
土
宗
日
暮
里
村
宗
福
寺 

ｈ 
 
 

三
百
五
十
石 

 
 

上 
吉
田
次
郎
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

戌
四
十
五 

（
注
）
○分
８
に
大
寄
合
三
百
五
十
石
御
役
料
百
俵
「
辰
五
十
一
」
と
あ
り
、
年
齢
差
が
六
歳
で

記
述
年
齢
と
一
致
し
て
い
る
の
で
同
一
人
で
あ
る
。 

  
 
 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

ｉ 
 
 

三
百
五
十
石 

 
 

上 

北
條
弥
一
右
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

戌
五
十
七 

（
注
）
○分
１
１
４
に
寄
合
並
三
百
二
十
石
北
条
織
人
「
辰
四
十
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
年
齢

差
は
二
十
三
年
で
父
子
関
係
は
微
妙
。 

 

御
年
寄
並 

 

 
 
 

禅
宗
下
渋
谷
福
昌
寺 

ｊ 
 
 

三
百
七
十
石 

 
 

上 

今
井
新
左
衛
門 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

辰
五
十 

（
注
）
○分
２
４
５
に
松
之
間
詰
二
百
七
十
石
今
井
馬
之
輔
「
寅
十
七
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
石
高
は
松
之
間
詰
で
は
異
例
で
あ
り
、
「
寅
」
が
慶
応
二
寅
年
を
示
す
と
す
れ
ば
、

若
年
の
後
継
者
か
も
知
れ
な
い
。 

 

２ 

 
 
 
 
 

寄
合
衆 

 

  
 

 

禅
宗
谷
中
端
松
院 

ａ 
 
 

二
百
六
十
石 

 
 
 
 
 

池
田
弥
八
郎 

（
注
）
○分
２
８
に
寄
合
衆
二
百
六
十
石 

江
戸
勤
「
辰
五
十
」
と
あ
る
。 

  
 
 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

ｂ 
 
 

二
百
二
十
石 

 
 
 
 
 

内
田
藝
馬 

 
 

（
注
）
○分
１
０
に
御
年
寄
並
二
百
四
十
石
御
役
料
六
十
俵
国
許
勤
内
田
収
助
「
辰
三
十
六
」
が

元
治
元
年
九
月
日
付
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
で
は
「
４
ｂ
収
助
」
は
御
側
御
用
役

三
人
扶
持
御
役
料
二
十
俵
と
い
う
微
禄
で
あ
り
、
こ
れ
は
部
屋
住
の
出
仕
例
と
み
ら
れ

る
の
で
、
藝
馬
は
当
時
は
内
田
家
当
主
（
収
助
父
）
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
藝
」
は
「
龔
」

か
。 

  
 
 
 
 

御
用
人 

 

  
 

 

法
華
宗
浅
草
田
畝
慶
印
寺 

 

御
留
守
居 

ｃ 
 
 

三
百
七
十
石
御
役
料
共 

 

久
城
準
輔 

（
注
）
○分
６
３
に
大
目
附
（
御
留
守
居
役
）
百
石
御
役
料
二
百
俵
江
戸
勤
久
城
壮
輔
「
辰
四
十

二
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
壮
輔
は
本
文
書
７
ｅ
に
御
目
付
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
準
輔
に
つ
い
て
は
○分
に
記
載
が
な
い
（
旦
那
寺
が
同
一
で
あ
り
縁
戚
と
思
わ
れ
る
）
。 

  
 

 

浄
土
宗
駒
込
四
軒
寺
町
瑞
泰
寺 

御
奥 
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ｄ 
 
 

二
百
石
御
役
料
共 

 
 
 

膳 

善
太
兵
衛 

（
注
）
○分
２
９
に
御
用
人
衆
百
四
十
石
御
役
料
百
俵
「
辰
七
十
三
」
と
い
う
高
齢
の
用
人
が
記

さ
れ
て
い
る
。
一
時
期
真
華
院
付
江
戸
勤
で
あ
っ
た
。 

  
 
 
 
 

禅
宗
駒
込
千
駄
木
捻
禅
寺 

ｅ 
 
 

二
百
五
十
石
御
役
料
共 

 

渡
辺
曹
蔵 

（
注
）
○分
２
０
に
寄
合
衆
二
百
七
十
石
渡
辺
多
門
「
辰
四
十
三
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人

物
が
渡
辺
家
当
主
（
６
ｂ
御
用
達
並
渡
辺
多
門
の
父
）
と
思
わ
れ
る
。 

  
 
 
 
 

御
用
人
並 

 
 
 

浄
土
宗
四
ツ
谷
北
寺
町
浄
運
寺 

ｆ 
 
 

百
七
十
石
御
役
料
共 

 
 

池
谷
左
軍
治 

（
注
）
○分
１
７
に
御
年
寄
並
（
御
入
ケ
方
奥
）
百
五
十
石
御
役
料
百
五
十
俵
国
許
勤
「
辰
四
十

三
」
と
あ
り
、
記
事
日
付
は
慶
応
三
年
四
月
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
頃
帰
郡
か
。 

  
 
 
 
 

寄
合
並 

 

  
 

一 

三
人
扶
持 

 
 
 

 
 

内
田
収
助 

 
 
 
 
 

御
役
料
二
十
俵 

（
注
）
４
ｂ
に
御
側
御
用
役
役
料
ニ
十
俵
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
○分
１
０
に
は
御
年
寄 

並
（
文
武
・
武
具
御
用
掛
）
二
百
四
十
石
御
役
料
六
十
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
六
」
と
あ 

る
。
元
治
二
年
九
月
ま
で
は
「
御
刀
番
兼
」
と
あ
る
の
で
江
戸
勤
か
。 

 

３ 

 
 
 

浄
土
宗
小
石
川
大
善
寺 

ａ 
 
 

八
十
石
御
役
料 

 
 
 

 

高
瀧
官
右
衛
門 

（
注
）
○分
１
４
３
に
御
目
付
（
芝
御
屋
敷
御
留
守
居
兼
役
宗
門
改
御
用
掛
）
四
十
石
御
役
料
五

十
俵
江
戸
勤
（
高
瀧
小
藤
治
）
「
辰
三
十
七
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
関
係
等
不
詳
。 

  
 

 

禅
宗
本
所
中
郷
原
庭
福
厳
寺 

 

彰
太
郎
様
御
家
老 

 
 

ｂ 
 
 

七
十
七
石
御
役
料
八
十
二
俵 

奥
村
畯
助 

（
注
）
○分
５
３
に
御
鑓
奉
行
百
石
御
役
料
五
十
俵
江
戸
勤
「
辰
五
十
九
」
と
あ
り
、
記
事
日
付

慶
応
三
年
六
月
迄
の
前
職
は
「
彰
太
郎
様
（
三
日
市
藩
主
徳
忠
）
御
家
老
御
附
人
」
で

あ
っ
た
。
文
久
三
年
「
真
華
院
道
中
記
」
に
も
三
日
市
藩
家
老
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
麻
布
白
金
西
光
寺 

 
 

御
書
札
改
役 

 
 
 
 

ｃ 
 
 

六
十
五
石
御
役
料
二
十
俵 

野
崎
左
兵
衛 

（
注
）
○分
１
３
８
に
御
使
番
（
鎌
之
助
）
六
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
五
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が

「
真
華
院
道
中
記
」
の
御
駕
脇
役
と
の
関
係
は
不
詳
（
本
書
に
は
１
３
ｆ
松
之
間
詰
三

人 

扶
持
「
野
崎
鎌
之
助
」
が
記
さ
れ
て
お
り
、
継
名
と
思
わ
れ
る
）
。 

  
 

 

禅
宗
芝
岸
町
光
宝
寺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ｄ 
 
 

六
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

高
田
貢
蔵 

（
注
）
○分
１
０
２
に
寄
合
並
七
十
六
石
江
戸
勤
「
辰
六
十
二
」
の
高
齢
者
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
三
田
寺
町
長
松
寺 

ｅ 
 
 

三
百
六
十
石 

 
 
 
 
 

萩
生
惣
右
衛
門 

（
注
）
○分
５
３
に
御
鑓
奉
行
（
儒
者
御
年
録
御
用
掛
兼
御
系
譜
御
用
掛
）
三
百
五
十
石
江
戸
勤

「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。 

  
 

 
浄
土
宗
青
山
宿
梅
窓
院 

 

御
医
師 

芝
新
堀
稲
荷
横
丁 

ｆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
原
岸
庵 

（
注
）
○分
該
当
者
な
し
。 
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寄
合
並
小
普
請 

  
 
 
 
 

御
奥
御
用
達 

 

  
 
 

法
華
宗
谷
中
大
雄
寺 

 
 

本
遊
院
様
御
附 

ｇ 
 
 

九
十
石
御
役
料 

 
 
 
 

村
上
鍛
十
郎 

（
注
）
○分
５
８
に
御
奏
者
番
八
十
石
御
役
料
七
十
俵
江
戸
勤
（
伊
勢
守
様
御
家
老
附
附
人
）
と

あ
り
、
慶
応
元
年
十
一
月
に
前
職
本
遊
院
様
附
御
附
人
と
あ
る
の
で
、
本
遊
院
（
保
興

実
母
）
文
久
二
年
閏
八
月
没
ま
で
は
そ
の
付
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

  
 

浄
土
真
宗
四
ツ
谷
北
寺
丁
正
應
寺 

御
奥
御
用
達 

ｈ 
 
 
 

百
四
十
石
御
役
料
共  

    

小
澤
傳
左
衛
門 
 
 
 
 

（
注
）
○分
９
７
に
御
弓
鉄
砲
頭
百
十
石
御
役
料
九
十
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
五
」
小
澤
左
平
治
が

あ
る
が
、 

同
人
は
本
書
１
３
ｆ
の
部
屋
住
出
仕
小
澤
武
司
で
あ
り
、
記
事
日
付
の
慶

応
三
年
五
月
に
跡
目
相
続
帰
郡
ま
で
は
、
こ
の
人
物
が
小
澤
家
当
主
（
武
司
の
父
）
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

  
 

浄
土
真
宗
駒
込
富
士
前
教
元
寺 

ｉ 
 
 

九
十
石
御
役
料
共 

 
 
 

平
田
六
左
衛
門 

（
注
）
○分
１
０
８
に
寄
合
並
七
十
二
石
御
役
料
三
十
八
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
」
、
前
職
「
真
華
院

様
附
」
と
あ
る
。 

 

４ 

 
 
 

浄
土
宗
下
谷
盛
雲
寺 

 
 
 

本
遊
院
様
附 

ａ 
 
 

九
十
石
御
役
料
共 

 
 
 

高
野
武
助 

（
注
）
○分
１
５
４
の
御
目
付
四
十
石
御
役
料
五
十
俵
高
野
学
馬
「
辰
二
十
五
」
と
関
係
あ
り
か
。 

  
 
 
 
 

御
側
御
用
役 

 

 

ｂ 

一
、
三
人
扶
持
御
役
料
二
十
俵 

内
田
収
助 

（
注
）
２
ｂ
の
寄
合
衆
内
田
藝
馬
、
及
び
寄
合
並
抹
消
分
（
注
）
参
照
。
明
治
二
年
藩
政
治
局

で
安
元
彦
輔
と
共
に
参
政
と
な
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
常
照
院 

御
中
奥 

ｃ 
 
 

七
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

濵
田
金
三 

 
 

（
注
）
○分
１
８
８
に
御
書
院
詰
七
十
五
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
一
」
と
あ
る
。 

  
 
 
 
 

御
使
番 

 

 

浄
土
真
宗
芝
金
杉
了
善
寺 

ｄ 
 
 

七
十
五
石
御
役
料
共 

 
 

下
山
七
郎
兵
衛 

（
注
）
○分
１
２
６
に
御
使
番
五
十
六
石
御
役
料
四
十
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
八
」
下
山
兵
治
が
あ

る
が
関
係
不
詳
。 

  
 

 

法
花
宗
牛
込
神
楽
坂
善
国
寺 

ｅ 
 
 

百
石 

 
 
 
 
 

 
 

 

高
田
東
馬 

（
注
）
○分
１
２
６
に
御
使
番
六
十
石
御
役
料
四
十
俵
江
戸
勤
「
辰
五
十
九
」
と
あ
り
、
文
久
二

年
迄
「
本
遊
院
様
附
」
と
あ
る
。 

  
 

 
法
華
宗
深
川
浄
心
寺 

 
 
 
 

南
蛮
流
師
範
役 

ｆ 
 
 

百
九
十
石
御
役
料
共 

 
 

近
藤
亘
理
助 

（
注
）
○分
４
５
に
御
鑓
奉
行
銃
隊
奉
行
兼
百
八
十
石
御
役
料
四
十
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
七
」
と

あ
り
、
元
治
二
年
四
月
に
帰
郡
か
。 
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御
番
頭 

 

  
 

 
禅
宗
駒
込
江
岸
寺 

ｇ 
 
 

二
百
五
十
石
御
役
料
共 

 

野
口
津
盛 

（
注
）
○分
１
７
に
寄
合
衆
百
二
十
石
江
戸
勤
「
辰
六
十
」
と
あ
る
が
、
万
延
二
年
正
月
迄
、
百

石
御
役
料
百
五
十
俵
「
表
御
用
人
寺
社
方
御
用
掛
」
と
あ
り
、
禄
高
の
異
動
が
不
自
然
。 

 

５ 

天
台
宗
下
谷
廣
小
路
常
楽
院 

ａ 
 
 

二
百
五
十
石
同
共 

 
 

 
稲
野
覚
右
衛
門 

 

（
注
）
○分
５
６
に
御
鑓
奉
行
三
百
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
一
」
稲
野
多
蔵
が
あ
る
が
関
係
は
不
詳 

  
 
 
 
 

御
鑓
奉
行 

（
注
）
○分
に
は
身
分
席
次
（
役
職
）
区
分
が
示
さ
れ
て
お
り
、
御
家
老
か
ら
御
鑓
奉
行
迄
に
つ

い
て
は
所
謂
重
臣
と
し
て
「
従
是
以
上
銀
馬
代
」
と
し
て
い
る
。
主
な
席
次
（
役
職
）

は
「
家
老
、
大
寄
合
、
御
年
寄
、
御
用
人
、
寺
社
奉
行
、
御
番
頭
、
御
旗
・
御
鑓
奉
行
」

で
あ
る
。
た
だ
本
書
で
は
「
寄
合
並
・
御
使
番
」
の
位
置
付
け
に
問
題
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
な
お
「
銀
馬
代
」
と
は
重
臣
ク
ラ
ス
の
円
満
跡
目
相
続
に
つ
い
て
は
御
礼
の
献

馬
が
習
い
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
銀
で
献
上
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
○分

収
録
数
は
６
８
名
、
本
書
収
録
は
３
３
名
で
あ
る
が
、
○分
と
区
分
が
相
違
し
て
お
り
修

正
す
れ
ば
１
８
名
と
な
る
（
家
老
大
寄
合
等
は
含
む
）
。 

  
 
 
 
 

御
用
達 

 

  
 
 

法
華
宗
深
川
浄
心
寺 

ｂ 
 
 

百
十
石
御
役
料
共 

 
 
 

村
上
十
学 

 
 
 
 

（
注
）
○分
３
０
に
御
用
人
衆
百
十
石
御
役
料
七
十
俵
江
戸
勤
「
辰
六
十
四
」
と
あ
る
（
高
齢
者
）
。 

  
 
 
 
 

御
奏
者
番 

 

  
 

 

法
華
宗
芝
二
本
榎
承
教
寺 

 
 

御
取
次
勤 

地
中
妙
福
寺 

ｃ 
 
 

二
百
石
御
役
料
共 

 
 
 

上
原
登 

（
注
）
○分
２
８
６
に
御
馬
廻
組
百
六
十
石
上
原
富
次
郎
「
丑
十
七
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
関
係

不
詳 

  
 
 
 

 

大
目
付 

 

 
 

 
 禅

宗
浅
草
新
寺
丁
永
見
寺 

 
 

留
守
居 

ｄ 
 
 

三
百
石
御
役
料 

 
 
 
 

瀧
内
蔵
之
進 

（
注
）
○分
に
関
係
者
ら
し
き
人
物
は
い
な
い
。 

  
 

 

真
言
宗
巣
鴨
真
性
寺 

ｅ 
 
 

百
五
十
石
御
役
料
共 

 
 

荻
原
数
馬 

（
注
）
○分
２
９
に
寄
合
衆
百
八
十
石
江
戸
勤
（
数
馬
）
「
辰
四
十
二
」
と
あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
芝
高
輪
功
雲
院 

 
 
 
 

御
入
ケ
方
御
用
懸
り 

ｆ 
 
 

百
石
御
役
料
三
十
俵 

 
 

岩
手
孫
右
衛
門 

（
注
）
岩
手
孫
右
衛
門
は
、
元
治
元
年
の
藩
主
保
申
領
内
巡
見
に
同
行
し
た
用
人
と
し
て
、
ま
た

「
真
華
院
道
中
記
」
や
そ
の
他
の
阿
部
家
文
書
で
江
戸
詰
大
目
附
と
し
て
頻
出
す
る
が
、

○分
に
は
見
え
な
い
。
た
だ
○分
２
４
６
松
之
間
詰
二
百
二
十
石
岩
手
武
次
郎
「
卯
十
七
」
は
、

同
席
詰
と
し
て
は
異
例
の
禄
高
で
あ
り
、
恐
ら
く
跡
目
と
思
わ
れ
る
（
記
事
日
付
慶
應
三

年
七
月
）
。
な
お
「
柳
澤
五
郎
右
衛
門
慶
応
四
年
御
用
留
」
二
月
二
日
条
に
同
人
と
印
藤
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別
書
・
丹
羽
與
太
夫
の
屋
敷
三
角
替
記
事
が
あ
り
、
こ
の
間
の
事
情
が
窺
え
る
。 

 
６ 

 
 
 
 
 

郡
代 

 
 
 
 
 

郡
代
並 

 

  
 
 

禅
宗
麻
布
一
本
松
臺
雲
寺 

ａ 
 
 

百
石
御
役
料
共 

 
 
 
 

幸
田
友
之
進 

（
注
）
○分
７
２
に
郡
代
並
七
十
石
江
戸
勤
「
辰
四
十
七
」
と
あ
る
。
文
久
二
年
三
月
迄
は
「
民

部
少
輔
様
御
用
人
御
附
人
・
御
入
ケ
向
引
受
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

御
留
守
居
役 

  
 
 
 

御
用
達
並 

 

 

ｂ 

一
、
三
人
扶
持
御
役
料
二
十
俵 

渡
辺
多
門 

（
注
）
○分
２
０
に
寄
合
衆
二
百
七
十
石
国
許
勤
「
辰
四
十
三
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
元
治
二
年

三
月
帰
郡
ま
で
は
２
ｅ
渡
辺
曹
蔵
の
部
屋
住
み
出
仕
か
。 

  
 
 
 

御
弓
鉄
炮
頭 

 

  
 
 

浄
土
宗
浅
草
新
寺
丁
行
安
寺 

ｃ 
 
 

二
百
石
御
役
料
共 

 
 
 

新
井
弥
左
衛
門 

（
注
）
○分
８
０
に
御
持
頭
二
百
十
石
御
役
料
百
二
十
俵
国
許
勤
（
京
都
留
守
居
兼
）「
辰
四
十
二
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
は
元
治
元
（
１
８
６
５
）
年
二
月
で
、
帰
郡
の
上
で
當
時
重
要
性

を
増
し
て
い
た
京
都
留
守
居
に
起
用
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。「
保
申
家
記
」
で
も
新
政
府

と
の
折
衝
役
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 

 

禅
宗
赤
坂
種
徳
寺 

ｄ 
 
 

弐
百
石
同
共 

 
 
 
 
 

田
澤
武
右
衛
門 

（
注
）
○分
３
８
に
御
番
頭
二
百
石
御
役
料
五
十
俵
江
戸
勤
（
表
御
用
人
・
寺
社
方
御
用
達
）「
辰

五
十
五
」
と
あ
る
。 

 

７ 

 
 

 

禅
宗
谷
中
善
光
寺
坂
玉
林
寺 

 

御
年
録
方 

ａ 
 
 

百
五
十
石 

 
 
 
 
 
 

池
沢
次
郎
兵
衛 

 
 

（
注
）
○分
２
３
０
に
御
側
詰
八
十
二
石
国
許
勤
（
池
沢
久
之
助
）「
戌
十
七
」
が
あ
る
が
関
係
不

詳
。 

  
 

 

法
花
宗
三
田
小
山
圓
徳
寺 

ｂ 
 
 

七
十
五
石
御
役
料
共 

 
 

小
澤
清
左
衛
門 

（
注
）
○分
１
０
４
御
弓
鉄
砲
頭
七
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）「
辰
五

十
」
と
あ
る
。
（
前
職
武
田
左
京
太
夫
様
御
附
人
）
。
高
家
武
田
左
京
太
夫
信
之
は
、
藩

主
保
光
の
七
男
で
文
久
二
年
十
二
月
出
家
し
て
舜
山
と
称
し
て
い
る
。 

 

（
注
）
○分
に
示
さ
れ
る
身
分
席
次
（
役
職
）
区
分
で
は
、
御
用
達
か
ら
御
弓
鉄
砲
頭
迄
に
つ
い

て
は
所
謂
上
級
武
士
と
し
て
「
従
是
以
上
独
礼
」
と
し
て
い
る
。 

主
な
席
次
（
役
職
）
は
「
御
用
達
、
大
目
附
、
郡
代
、
町
奉
行
、
御
留
守
居
役
、
御
弓

鉄
炮
頭
」
で
あ
る
。
な
お
「
独
礼
」
と
は
藩
主
に
単
独
拝
謁
可
能
な
身
分
を
言
い
、
集

団
で
の
拝
謁
に
お
い
て
も
、
直
答
出
来
る
の
は
原
則
と
し
て
こ
れ
以
上
の
身
分
に
限
ら

れ
て
い
た
。
○分
収
録
数
は
４
６
名
、
本
書
収
録
は
１
１
名
で
あ
る
（
寄
合
並
以
下
御
使

番
ま
で
の
１
５
名
は
除
外
）
。 

 
 

 
 
 
 
 

御
近
習
取
次
役 
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法
花
宗
谷
中
本
行
寺 

ｃ 
 
 

六
十
五
石
御
役
料
共 

 
 

萩
原
鈼
五
郎 

 

（
注
）
○分
１
４
０
御
近
習
取
次
役
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
萩
原
豊
太
郎
「
午
十
四
」

が
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
跡
目
と
思
わ
れ
る
が
詳
細
不
明
。 

  
 
 

禅
宗
渋
谷
祥
雲
寺
塔
頭
霊
泉
院 

ｄ 
 
 

六
十
五
石
同
共 

 
 
 
 

林 

鎌
太
郎 

（
注
）
分
６
４
大
目
附
九
十
石
御
役
料
四
十
俵
国
許
勤
（
文
学
武
芸
御
用
掛
）「
辰
二
十
九
」
と 

あ
り
、
記
事
日
付
元
治
元
年
十
月
と
な
っ
て
い
る
。
同
一
人
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
大
幅

な
出
世
と
い
え
よ
う
。 

  
 
 
 
 

御
目
付 

 

  
 
 

法
華
宗
浅
草
田
畝
慶
印
寺 

 
 

駒
込
御
留
守
居
兼
宗
門
御
用
掛 

ｅ 
 
 

九
十
五
石
御
役
料
共 

 
 
 

久
城
壮
輔 

（
注
）
○分
６
３
に
大
目
附
（
御
留
守
居
役
）
百
石
御
役
料
二
百
俵
久
城
壮
輔
「
辰
四
十
二
」
と

あ
り
、
２
ｃ
御
用
人
準
輔
の
縁
戚
と
思
わ
れ
る
。
他
記
録
に
お
い
て
は
江
戸
留
守
居
役

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 

法
華
宗
下
谷
池
之
端
覚
性
寺 

 

同
前 

ｆ 
 
 

九
十
五
石
同
共 

 
 
 
 
 

高
田
勝
彌 

（
注
）
○分
１
０
２
に
寄
合
並
七
十
六
石
江
戸
勤
「
辰
六
十
二
」
（
貢
蔵
）
が
あ
る
が
関
係
不
詳
。 

  
 
 

禅
宗
本
所
中
之
郷
原
庭
福
厳
寺 

芝
留
守
居
・
武
藝
御
用
掛 

ｇ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舩
田
修
蔵 

（
注
）
○分
７
６
に
御
用
達
並
九
十
七
石
御
役
料
五
俵
国
勤
（
御
供
方
御
刀
番
）「
辰
三
十
六
」
文

久
三
年
十
二
月
と
あ
り
、
本
件
石
高
不
記
の
理
由
不
明
だ
が
、
本
項
は
こ
の
時
期
以
前

に
記
さ
れ
た
か
。 

  
 

 

日
蓮
宗
深
川
浄
心
寺 

 
 
 
 

同 

学
問
御
用
掛 

ｈ 
 
 

百
石 

 
 
 
 
 
 
 
 

吉
田
良
之
進 

（
注
）
○分
７
５
に
御
留
守
居
役
二
百
石
御
役
料
百
俵
江
戸
勤
「
辰
二
十
九
」
と
あ
り
、
記
事
日

付
が
万
延
二
年
二
月
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
時
期
に
芝
留
守
居
か
ら
の
異
動
加
増

が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
項
作
成
は
万
延
二
（
１
８
６
１
）
年
以
前
と
な
る
。
文
久

三
年
の
真
華
院
道
中
記
で
も
留
主
居
役
と
し
て
記
載
。 

 
 
 

８ 

 
 

 

浄
土
宗
小
石
川
厳
浄
寺 

 
 
 

同
前 

ａ 
 
 

九
十
石
御
役
料
共 

 
 
 

篠
崎
傳
右
衛
門 

（
注
）
○分
１
２
０
に
御
側
御
用
人
四
十
石
御
役
料
五
十
俵
江
戸
勤
（
中
奥
勤
）「
辰
四
十
」
と
あ

る
。 

  
 

 

法
華
宗
浅
草
実
相
寺 

 
 
 
 

御
馬
御
用
掛 

ｂ 
 
 

百
十
石
御
役
料
共 

 
 

 

津
田
市
郎
左
衛
門 

（
注
）
○分
に
見
当
た
ら
ず
。
或
い
は
２
８
６
御
馬
廻
組
八
十
二
石
津
田
鐐
四
郎
「
丑
十
七
」
が

縁
戚
か
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同
助 

ｃ 
 

一
、
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵 

稲
野
多
蔵 

（
注
）
○分
５
６
に
御
鑓
奉
行
三
百
石
江
戸
勤
稲
野
多
蔵
「
辰
三
十
一
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
慶
應

三
年
十
月
記
事
で
あ
り
、
本
項
当
時
は
５
稲
野
覚
右
衛
門
の
部
屋
住
か
。 
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禅
宗
浅
草
海
禅
寺
地
中
霊
梅
軒 

駒
込
留
守
居
兼
役
・
武
藝
御
用
掛 

ｄ 
 
 

六
十
九
石
御
役
料
二
十
俵 

杉
浦
文
左
衛
門 

（
注
）
○分
１
０
９
に
寄
合
並
六
十
八
石
御
役
料
二
十
二
俵
「
辰
四
十
五
」
と
あ
り
、
前
職
「
真

華
院
様
附
」 

  
 
 
 
 
 

郡
代
格 

  
 
 
 
 

御
普
請
奉
行 

 
 
 
 
 

御
勘
定
奉
行 

 

  
 
 

浄
土
真
宗
四
ツ
谷
南
寺
丁
西
應
寺 

ｅ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
二
十
俵 
壷
井
對
助 

（
注
）
○分
６
５
に
郡
代
並
六
十
五
石
御
役
料
四
十
俵
江
戸
勤
「
辰
六
十
一
」
と
あ
り
、
記
事
日

付
が
万
延
元
年
九
月
と
な
っ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
禄
高
が
合
わ
ず
、
さ
ら
に
以
前

に
「
格
か
ら
並
」
に
昇
進
加
増
が
窺
え
る
。 

  
 
 

天
台
宗
浅
草
閻
魔
堂
華
徳
寺 

ｆ 
 
 

六
十
石
御
役
料
二
十
俵 

 

庄
司
宇
兵
衛 

（
注
）
○分
１
６
４
に
郡
代
格
五
十
石
御
役
料
三
十
俵
御
勘
定
奉
行
兼
役
江
戸
勤
「
辰
五
十
」
と

あ
る
。 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

ｇ 
 
 

七
十
石
御
役
料
共 

 
 
 

河
野
庫
三 

（
注
）
○分
１
３
７
に
御
使
番
五
十
石
（
御
年
録
方
兼
）
江
戸
勤
「
辰
五
十
五
」
と
あ
る
。「
真
華

院
道
中
」
に
御
駕
籠
脇
と
し
て
随
行
。
七
十
石
は
御
役
料
二
十
俵
合
算
と
思
わ
れ
、
本

書
で
は
散
見
さ
れ
る
。
。 

 

９ 

 
 
 
 
 

御
書
院
詰 

 

 

禅
宗
谷
中
興
禅
寺 

ａ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

吉
田
権
十
郎 

（
注
）
分
１
２
５
に
御
使
番
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
江
戸
勤
「
辰
四
十
六
」
吉
田
恒
右
衛
門
（
権

十
郎
）
と
あ
る
。
文
久
元
年
九
月
役
料
加
増
か
。 

  
 

 

禅
宗
下
谷
坂
本
天
龍
寺 

 
 

解
龍
流
師
範
御
乗
方 

ｂ 
 
 

六
十
一
石
御
役
料
二
十
俵 

中
村
新
八 

（
注
）
○分
該
当
者
不
明
。
解
龍
流
は
古
式
馬
術
の
流
派
。 

 

法
華
宗
麻
布
□
□
丁
妙
経
寺 

 

御
納
戸
御
用
役 

ｃ 
 
 

百
二
十
石 

 
 
 
 
 
 

明
石
藤
太 

（
注
）
○分
１
８
６
に
御
書
院
詰
百
二
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
納
戸
御
用
役
兼
・
御
武
具

奉
行
兼
役
）
「
辰
五
十
二
」
と
あ
る
。
□
部
分
は
「
桜
田
」
か
。 

  
 

 

禅
宗
下
谷
坂
本
正
洞
院 

ｄ 
 
 

四
十
石
御
役
料
三
十
俵 

 

加
藤
理
助 

（
注
）
○分
該
当
者
不
明 

  
 

 

浄
土
宗
麻
布
櫻
田
丁
専
称
寺 

ｅ 
 
 

五
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

岡
村
蔵
太 

（
注
）
○分
１
２
７
に
御
使
番
六
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
六
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
元
治
元
年
五

月
迄
（
駒
込
御
留
守
居
兼
役
・
武
芸
御
用
掛
）
で
御
役
料
四
十
俵
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
三
田
寺
丁
長
松
寺 

 
 

御
奥
御
添
役 
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ｆ 
 
 

五
十
六
石
御
役
料
五
俵 

 

松
本
丹
治 

（
注
）
○分
１
１
９
に
御
側
御
用
役
五
十
六
石
御
役
料
二
十
四
俵
江
戸
勤
（
中
奥
勤
）「
辰
五
十
八
」

が
あ
る
。
元
治
二
年
三
月
に
御
役
料
が
加
増
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 

禅
宗
小
石
川
大
塚
高
源
院 

 
 

同
役 

ｇ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
十
俵 

 

藤
田
藤
蔵 

（
注
）
○分
１
８
７
に
御
書
院
詰
五
十
石
御
役
料
十
俵
「
辰
五
十
三
」
が
あ
る
が
、
国
許
勤
と
な

っ
て
い
る
。
記
事
日
付
は
安
政
三
年
四
月
で
あ
る
が
、
何
故
に
本
項
が
江
戸
詰
の
ま
ま

に
な
っ
て
い
る
の
か
不
詳
。 

  
 
 

天
台
宗
谷
中
金
嶺
寺 

 
 
 
 

御
簾
役 

ｈ 
 
 

五
十
石
御
役
料
二
十
俵 

 
阿
部
軍
内 

（
注
）
○分
１
８
９
に
書
院
詰
四
十
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
詰
（
御
簾
役
兼
）「
辰
三
十
八
」
と
あ

る
。
記
事
日
付
は
文
久
二
（
１
８
６
２
）
年
三
月
で
あ
り
、
こ
れ
は
継
名
で
は
な
く
同

一
人
と
思
わ
れ
る
の
で
、
何
故
か
減
石
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
本
項
は
無
理
矢
理
加

筆
し
た
形
跡
が
あ
り
事
情
は
不
詳
。 

  
 
 

法
華
宗
牛
込
高
田
感
通
寺 

ｉ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

矢
作
金
右
衛
門 

（
注
）
○分
１
７
１
に
普
請
奉
行
四
十
石
御
役
料
四
十
俵
江
戸
勤
「
辰
五
十
五
」
と
あ
る
。
記
事

日
付
は
文
久
二
年
八
月
前
職
「
御
徒
頭
兼
」
で
あ
り
、
こ
の
期
に
普
請
奉
行
昇
進
御
役

料
加
増
と
な
っ
た
か
。 

  
 
 

 

浄
土
真
宗
築
地
本
願
寺
地
中
真
教
寺 

御
納
戸
御
用
役 

ｊ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
二
俵 

 

杉
山
左
五
兵
衛 

（
注
）
○分
１
４
２
に
御
目
付
五
十
八
石
御
役
料
三
十
七
俵
国
許
勤
（
宗
門
改
御
用
掛
）「
辰
三
十

九
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
万
延
元
（
１
８
６
０
）
年
十
一
月
で
あ
り
こ
の
期
に
帰
郡

か
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
築
地
本
願
寺
地
中
延
徳
寺 

御
奥
御
添
役 

ｋ 
 
 

八
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

太
田
撰 

（
注
）
○分
１
８
８
に
御
書
院
詰
八
十
石
御
役
料
十
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
四
」
と
あ
る
。
記
事
日

付
は
安
政
五
（
１
８
５
８
）
年
前
職
「
御
添
役
」
御
役
料
五
俵
と
あ
る
。 

 

１
０ 

 
 
 
 

 

御
書
院
詰
小
普
請 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

禅
宗
麻
布
渋
谷
大
安
寺 

 
 
 

彰
太
郎
様
御
用
人 

ａ 
 
 

五
十
石
御
役
料
二
十
俵 

 

阿
部
一
左
衛
門 

（
注
）
○分
１
６
８
に
郡
代
格
五
十
五
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
御
年
録
方
兼
）
「
辰
五
十
九
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
慶
応
元
年
十
月
迄
（
彰
太
郎
様
御
用
人
、
御
附
人
、
御
入
ケ
向
引

受
）
と
あ
る
が
、
何
故
小
普
請
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 
 
 

 
 

 

禅
宗
四
ツ
谷
塩
丁
龍
昌
寺 

 
 

御
書
札
改
役 

ｂ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
五
俵 

 

上
田
四
郎
治 

 

（
注
）
○分
１
６
８
に
郡
代
格
四
十
五
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
御
書
札
改
役
兼
）「
辰
四
十
九
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
同
じ
く
慶
応
元
年
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
誓
願
寺
地
中
宗
圓
院 

御
乗
方 

ｃ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
十
五
俵 

深
澤
滝
之
丞 

（
注
）
○分
１
６
７
に
郡
代
格
五
十
石
江
戸
勤
（
乗
方
兼
）「
辰
五
十
一
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
元

治
元
年
。 
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浄
土
宗
芝
増
上
地
中
月
界
院 

 

お
料
理
方 

ｄ 
 
 

五
十
石
御
役
料
十
五
俵 

 

石
原
幸
次
郎 

（
注
）
○分
該
当
者
不
明
。
分
２
５
５
の
松
之
間
席
四
十
五
石
石
原
織
蔵
「
辰
四
十
」
が
、「
真
華

院
道
中
」
の
料
理
人
助
勤
と
し
て
随
行
し
て
お
り
、
縁
戚
か
も
知
れ
な
い
。 

  
 
 

禅
宗
四
ツ
谷
鮫
ケ
橋
發
昌
寺 

ｅ 
 
 

六
十
六
石
御
役
料
十
俵 

 

小
柏
鴻
叔 

（
注
）
○分
２
０
６
に
御
書
院
詰
小
普
請
七
十
六
石
勤
料
十
五
俵
国
許
勤
（
本
道
針
医
兼
奥
）「
辰

四
十
一
」
と
あ
る
。
医
師
の
多
く
が
御
書
院
詰
小
普
請
と
記
さ
れ
て
い
る
。
記
事
日
付

弘
化
三
（
１
８
４
７
）
年
。 

 

１
１ 

 
 
 

法
花
宗
本
所
法
恩
寺 

ａ 
 
 

五
十
五
石
勤
料
二
十
俵 

 

熊
澤
了
岱 

（
注
）
○分
２
０
６
に
同
じ
く
五
十
五
石
勤
料
二
十
五
俵
国
許
勤
（
外
科
本
道
兼
）
「
辰
四
十
九
」

と
あ
る
。 

  
 
 

禅
宗
牛
込
榎
丁
宗
参
寺 

ｂ 
 
 

九
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

戸
田
立
賢 

（
注
）
○分
２
０
６
に
同
じ
く
百
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
本
道
奥
）
「
辰
三
十
五
」
と
あ
る 

 

御
徒
頭 

 

  
 

 
 

禅
宗
小
日
向
林
泉
寺 

ｃ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
二
十
俵 

岩
田
作
右
衛
門 

（
注
）
○分
１
１
７
に
寄
合
並
四
十
五
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
「
辰
五
十
二
」
と
あ
る
。
御
徒

頭
と
寄
合
並
で
は
、
差
が
あ
り
す
ぎ
る
よ
う
に
思
う
が
、
何
か
事
情
が
あ
っ
た
の
か
。 

  
 

 

禅
宗
駒
込
土
物
店
龍
光
寺 

ｄ 
 
 

四
十
石
御
役
料
二
十
五
俵 

塙 

亘 
 
 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
並
四
十
石
国
許
勤 

塙
角
蔵
「
申
十
七
」
が
あ
る
が
、
関
係
不
詳
。 

  
 
 
 

 

御
廣
式
御
用
達 

（
注
）
○分
で
の
身
分
席
次
（
役
職
）
区
分
で
は
、
御
近
習
取
次
役
か
ら
御
広
式
御
用
役
迄
に
つ

い
て
は
、
上
級
武
士
に
準
ず
る
者
と
し
て
「
従
是
以
上
御
家
老
衆
支
配
」
と
し
て
い
る
。 

 
 
 

主
な
席
次
（
役
職
）
は
「
御
近
習
取
次
役
、
御
目
付
、
御
普
請
・
勘
定
奉
行
、
御
書
院

詰
、
御
徒
頭
等
」
で
あ
る
。
○分
収
録
数
は
１
４
７
名
、
本
書
収
録
は
４
７
名
で
あ
り
比

率
が
高
い
（
寄
合
衆
以
下
１
５
名
を
含
む
）
。 

 

 
 
 
 

 

御
番
方
組
頭 

 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
新
寺
丁
新
光
明
寺 

ｅ 
 
 

四
十
石
御
役
料
二
十
俵 

 

由
良
左
司
馬 

（
注
）
○分
１
６
１
に
御
目
付
（
芝
御
屋
敷
御
留
主
居
兼
役
）
四
十
五
石
御
役
料
五
十
俵
江
戸
勤

「
辰
三
十
五
」
と
あ
る
。 

 

ｆ 
 
 

三
人
扶
持
御
役
料
五
俵 

 

奥
村
紀
多
司 

（
注
）
○分
１
６
０
に
御
目
付
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵
（
駒
込
御
屋
敷
御
留
主
居
兼
役
、
御
武

具
奉
行
兼
役
）
辰
三
十
四
」
と
あ
る
。
３
ｂ
奥
村
畯
助
の
縁
者
か
。 

 

１
２ 

御
側
詰 

 

  
 

 

法
花
宗
本
郷
丸
山
本
妙
寺
地
中
圓
立
院 
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ａ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
五
俵 

 

大
多
和
鍵
蔵 

（
注
）
○分
２
３
４
に
松
之
間
詰
四
十
石
御
役
料
十
俵
「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。 

  
 
 

禅
宗
高
輪
大
圓
寺
地
中
門
能
院 

ｂ 
 
 

百
二
十
石 

 
 
 
 
 
 

鞍
岡
文
次
郎 

（
注
）
○分
５
９
に
御
奏
者
番
百
三
十
石
国
許
勤
「
辰
三
十
」
と
あ
り
、
も
と
も
と
禄
高
が
高
い

上
士
身
分
と
思
わ
れ
る
が
、
慶
応
二
年
四
月
迄
は
江
戸
勤
「
御
供
方
御
刀
番
兼
」 

 

ｃ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

北
條
織
人 

（
注
）
○分
１
１
４
に
寄
合
並
三
百
二
十
石
国
許
勤
「
辰
四
十
」
と
あ
る
。
１
ｉ
御
年
寄
北
條
弥

一
右
衛
門
の
縁
者
か
。 

  
 

 

浄
土
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
善
通
寺 

ｄ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上
野
金
吉 

（
注
）
○分
１
９
８
に
御
書
院
詰
三
百
石
国
許
勤
上
野
伴
助
（
金
吉
）
「
辰
二
十
」
が
あ
る
、 

  
 
 

禅
宗
下
谷
金
杉
了
源
院 

ｅ 
 
 

六
十
七
石 

 
 
 
 
 
 

石
川
鎮
平 

（
注
）
○分
２
８
９
に
御
馬
廻
組
六
十
七
石
国
許
勤
石
川
庄
馬
（
鎮
平
）
「
辰
二
十
一
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
牛
込
馬
場
下
誓
閑
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

西
倉
鏘
吉 

（
注
）
○分
１
２
１
に
御
側
御
用
人
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
国
許
勤
西
倉
哈
「
辰
二
十
三
」
が
あ

り
、
前
職
御
供
方
御
刀
番
兼
」 

 

ｇ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

滝 

弥
五
郎 

（
注
）
○分
５
４
に
御
鑓
奉
行
二
百
二
十
石
江
戸
勤
「
巳
二
十
二
」
と
あ
る
。
慶
応
三
年
迠
は
、

部
屋
住
「
御
供
方
御
刀
番
兼
」
か
。 

  
 

 

天
台
宗
東
猷
山
地
中
護
国
院 

ｈ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

狩
野
粂
太
郎 

（
注
）
○分
１
１
５
に
寄
合
衆
六
十
石
御
役
料
九
十
俵
江
戸
勤
（
彰
太
郎
様
御
家
老
附
人
）
狩
野

隼
太
（
粂
太
郎
）「
辰
二
十
六
」
と
あ
る
。
前
職
は
「
芝
御
屋
敷
留
主
居
兼
役
、
文
学
御

用
掛
」
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
之
間 

 

 

１
３ 

 
 

 

浄
土
真
宗
築
地
本
願
寺
地
中
淨
泉
寺 

ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

畔
柳
新
兵
衛 

（
注
）
○分
２
０
９
に
御
徒
頭
六
十
三
石
江
戸
勤
「
辰
四
十
六
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
文
久
二

年
九
月
で
あ
り
、
禄
・
扶
持
が
書
か
れ
て
い
な
い
理
由
不
明
。 

  
 

 

禅
宗
市
ヶ
谷
洞
雲
寺 

 
 
 
 

御
使
者
番 

ｂ 
 
 

四
十
石
御
役
料
二
十
五
俵 

中
村
段
七 

（
注
）
○分
２
１
６
に
御
番
方
組
頭
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
江
戸
勤
「
辰
四
十
四
」
と
あ
る
。
記

事
日
付
の
万
延
二
年
迄
、
御
使
者
番
兼
役
。 

  
 

 

禅
宗
下
谷
龍
谷
寺 

 
 
 
 
 

同
勤 

ｃ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石
川
治
助 

（
注
）
○分
１
８
８
に
御
書
院
詰
六
十
石
御
役
料
三
十
俵
江
戸
勤
（
御
使
者
番
兼
役
）
石
川
直
記

（
治
助
）
「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。
文
久
元
年
十
一
月
に
加
増
さ
れ
た
か
。 

 

浄
土
宗
芝
下
高
輪
淨
業
寺 

 
 

同 



 13 

ｄ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

横
地
藤
治 

（
注
）

○分
２
３
２
に
松
之
間
詰
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
「
辰
五
十
三
」
と
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
使
者
番 

 
 

ｅ 
 

一
、
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵 

野
口
左
織 

（
注
）
○分
１
４
４
に
御
目
付
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
芝
御
屋
敷
御
留
主
居
兼
役
）

「
辰
二
十
八
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
文
久
二
年
九
月
迄
「
御
使
者
番
兼
役
」
、
御
番
頭
野

口
津
盛
の
縁
者
か
。 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

同
勤 

ｆ 
 

一
、
三
人
扶
持
御
役
料
十
俵 
野
崎
鎌
之
助 

 
 

（
注
）
○分
１
３
８
に
御
使
番
六
十
石
江
戸
勤
野
崎
左
兵
衛
（
鎌
之
助
）
「
辰
三
十
五
」
と
あ
る
。

記
事
日
付
慶
応
三
年
五
月
迄
三
人
扶
持
。
３
ｃ
の
寄
合
並
野
崎
左
兵
衛
の
縁
者
か
。「
役

料
」
は
原
文
「
役
役
」
を
訂
正
し
た
。 

 

ｇ 
 

一
、
三
人
扶
持 

 
 
 
 
 

小
澤
武
司 

（
注
）
○分
９
７
に
御
弓
鉄
炮
頭
百
十
石
御
役
料
九
十
俵
国
許
勤
小
澤
佐
平
治
（
武
司
）「
辰
三
十

五
」
が
あ
り
、
奥
御
用
達
「
小
澤
傳
左
衛
門
」
の
跡
目
と
し
て
帰
郡
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 
 

 
 
 

禅
宗
青
山
原
宿
村
龍
岩
寺 

 
 

御
使
者
番 

ｈ 
 

百
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

 

松
田
小
宰
司 

（
注
）
○分
１
０
０
に
御
弓
鉄
炮
頭
百
十
石
御
役
料
九
十
俵
江
戸
勤
「
辰
三
十
一
」
と
あ
る
。
慶

応
三
年
七
月
迄
御
使
者
番
兼
役
」
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
之
間
頭 

ｉ 
 

三
人
扶
持
御
役
料
十
俵 

 
 

松
本
覚
之
助 

（
注
）
○分
１
９
６
に
御
書
院
詰
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
御
簾
役
兼
「
辰
三
十
二
」
と

あ
る
。
慶
応
三
年
三
月
迄
御
供
方
相
之
間
支
配
兼
役
。
御
書
院
詰
松
本
丹
治
の
縁
者
か
。 

 

１
４ 

ａ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

畔
柳
法
之
進 

（
注
）
１
３
畔
柳
新
兵
衛
の
縁
者
と
も
思
わ
れ
る
が
詳
細
不
明
。 

 

ｂ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

膳 

吉
之
助 

（
注
）
○分
２
３
３
に
松
之
間
詰
三
人
扶
持
御
役
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
」
と
あ
る
。
２
の
御

用
人
膳 

善
太
郎
の
縁
者
か
、 

  
 

 

禅
宗
下
谷
坂
本
天
龍
寺 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

中
村
逸
平 

（
注
）
○分
２
３
３
に
松
之
間
詰
四
十
石
御
役
料
二
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
使
者
番
兼
役
）「
辰
三
十
」

と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
芝
伊
皿
子
長
安
寺 

ｄ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

樫
木
新
一
郎 

（
注
）
○分
３
１
７
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）「
辰
四
十
一
」
樫

木
閑
輔
が
あ
る
が
関
係
詳
細
不
明
。 

  
 

 

禅
宗
谷
中
玉
林
寺 

ｅ 
 
 

百
五
十
石 

 
 
 
 
 
 

渡
部
金
之
丞 

(

注)
○分
２
６
１
に
松
之
間
席
四
十
五
石
国
許
勤
「
辰
三
十
九
」
渡
部
内
蔵
允
（
半
之
丑
＝
丞
の

誤
記
）
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
松
之
間
席
の
百
五
十
石
は
禄
高
が
異
常
。
何
ら
か
の
誤
記

か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

松
之
間
詰
小
普
請 
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松
之
間
席 

 

  
 
 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
月
界
寺 

ｆ   
   

五
十
石
御
役
料
十
五
俵 

 

乾 

我
聞 

(

注)

○分
２
０
６
に
御
書
院
詰
小
普
請
五
十
石
勤
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
針
医
奥
）
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
西
福
寺 

ｇ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
三
俵 

 

寺
尾
勇
助 

(

注)

○分
２
７
１
に
「
勇
之
丞
」
松
之
間
席
四
十
三
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附

人
）「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
が
同
一
人
か
。
武
田
舜
山
に
つ
い
て
は
、
７
ｂ
小
澤
清
左
衛
門

参
照
。 

  
    

 

浄
土
宗
麹
丁
九
丁
目
心
法
寺 

 

民
部
少
輔
御
用
人 

ｈ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
二
十
五
俵 

外
谷
文
助 

(

注)

○分
３
６
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
外
谷
健
吉
「
未
十
七
」
が
あ
る
が
関
係
等
不
詳
。 

 

１
５ 

 
 
 

日
蓮
宗
駒
込
千
駄
木
圓
成
寺 

ａ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
十
五
俵 

 

河
原
文
六 

(

注)

○分
２
０
０
に
御
書
院
詰
五
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
年
録
方
兼
役
）
「
辰
六
十
五
」

と
あ
る
。 

  
 
 

禅
宗
愛
宕
下
青
松
寺
地
中
吟
窓
院 

留
主
居
下
役 

ｂ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

川
嶋
又
藏 

(

注)

○分
３
８
８
に
大
小
姓
席
四
十
二
石
江
戸
勤
「
卯
十
七
」
川
島
鏸
次
郎
が
あ
る
が
、
関
係
等

は
不
詳
。 

 

 
 

 

浄
土
宗
西
久
保
大
養
寺 

 
 
 

赤
坂
水
谷
□ 

ｃ 
 
 

五
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

大
橋
順
平 

(

注)

○分
３
７
５
大
小
姓
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
四
」
大
橋
帰
一
（
清
次
郎
）

が
あ
る
が
関
係
等
は
不
詳
。 

  
 

 

法
花
宗
浅
草
新
寺
丁
本
立
寺 

 

御
書
部
屋 

ｄ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

山
田
熊
右
衛
門 

 
 

(

注)

○分
に
山
田
姓
は
多
く
あ
る
が
、
関
係
不
詳
。 

 

松
之
間
小
普
請 

 
 
 
 
 

大
近
習
組 

 
 
 
 
 

惣
御
医
師 

 

  
 

 

浄
土
真
宗
西
久
保
光
明
寺 

ｅ 
 
 

十
五
人
扶
持 

 
 
 
 
 

植
崎
勾
當 

(

注)

○分
に
惣
御
医
師
十
五
人
扶
持
（
針
医
見
習
奥
）
「
辰
四
十
六
」
と
あ
る
。 

 

御
茶
道 

 
 
 
 
 

御
医
師
並 

 

  
 

 

日
蓮
宗
南
品
川
妙
国
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石
御
役
料
二
十
俵 

 

笠
原
玄
庵 

(

注)
分
２
０
７
に
御
書
院
詰
小
普
請
四
十
五
石
勤
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
針
医
本
道
兼
奥
）「
辰
四

十
六
」
と
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１
６ 

 
 
 
 
 

御
納
戸
役 
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禅
宗
小
石
川
稲
荷
谷
林
泉
寺 

 
 

ａ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

和
田
豊
蔵 

(

注)
○分
２
１
２
に
御
徒
頭
四
十
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
「
辰
三
十
七
」
慶
応
三
年
八
月
迄
御

納
戸
役
勤
と
あ
る
。
和
田
儀
右
衛
門
と
の
関
係
不
詳
。 

 

 
 
 

法
花
宗
谷
中
妙
雲
寺 

ｂ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

竹
内
隼
之
丞 

(

注)

○分
２
３
４
に
松
之
間
詰
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
納
戸
御
用
役
兼
、
御
武
具
奉
行

兼
役
見
習
「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
新
堀
端
龍
宝
寺
地
中
得
受
院 

ｃ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田
中
縫
次
郎 

(

注)

○分
に
田
中
姓
多
く
比
定
困
難 

  
 
 

浄
土
真
宗
三
田
臺
丁
神
立
寺 

ｄ 
 
 

五
十
二
石
御
役
料
五
俵 

 

岩
崎
亀
太
郎 

(

注)

○分
に
該
当
者
不
明 

 

御
馬
廻
組 

 

  
 
 

法
花
宗
浅
草
新
鳥
越
正
法
寺 

ｅ 
 
 

五
十
四
石 

 
 
 
 
 
 

木
口
志
津
摩 

(

注
○

)

分
２
３
４
に
松
之
間
詰
五
十
四
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
四
」
と
あ
る
。 

  
 
 

日
蓮
宗
本
郷
丸
山
浄
心
寺 

 
 
 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

鈴
木
学
之
助 

(

注)

○分
２
４
７
に
松
之
間
詰
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
」
と
あ
る
。 

  
    

 

法
花
宗
小
石
川
蓮
花
寺
地
中
延
壽
院 

ｇ 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

志
水
鉀
之
助 

 
 

(

注)

○分
２
４
６
に
松
之
間
詰
四
十
石
御
役
料
・
勤
料
各
五
俵
江
戸
勤
（
御
供
方
相
之
間
支
配
兼

役
）
志
水
利
三
郎
が
あ
る
が
、
同
一
人
か
ど
う
か
判
然
と
し
な
い
。
「
御
供
日
記
」
参
照
。 

 

ｈ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 

 
 
 

高
瀧
小
藤
治 

（
注
）
分
１
４
３
に
御
目
付
四
十
石
五
十
俵
江
戸
勤
（
芝
御
屋
敷
御
留
主
居
兼
、
宗
門
改
御
用

掛
）
「
辰
三
十
七
と
あ
る
。
万
延
二
年
二
月
に
家
督
相
続
同
時
昇
進
か
。 

 

１
７ 

 
 

 

禅
宗
四
ツ
谷
南
寺
丁
永
心
寺 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

小
林
鋼
太
郎 

（
注
）
○分
小
林
姓
多
く
比
定
困
難
。 

 

ｂ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

村
上
文
五
郎 

（
注
）
○分
２
３
２
に
御
側
詰
三
人
扶
持
江
戸
勤
と
あ
る
が
、
５
ｂ
村
上
の
縁
者
か
詳
細
不
明
。 

  
 
 
 

禅
宗
谷
中
天
眼
寺 

ｃ 
 
 

百
五
十
石 

 
 
 

 
 

 

疋
田
喜
太
郎 

（
注
）
○分
２
２
４
に
御
側
詰
百
五
十
石
国
許
勤
「
辰
十
九
」
と
あ
る
。
か
な
り
高
禄
だ
が
詳
細

不
明
。 

 

ｄ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

高
田
桂
蔵 

  
 
 

（
注
）
分
３
６
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
高
田
勝
蔵
「
申
十
七
」
が
あ
る
が
関
係
不
詳
。 
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浄
土
真
宗
小
日
向
善
仁
寺 

ｅ 
 
 

六
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

清
水
準
蔵 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
新
堀
端
壽
松
院
地
中
嶺
林
院 

ｆ 
 
 

五
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

松
本
壽
□
助 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。
□
は
「
靍
」
の
異
体
字
か
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
一
本
松
徳
正
寺 

ｇ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

永
井
鑊
三
郎 

（
注
）
○分
２
８
６
に
御
馬
廻
組
四
十
一
石
国
許
勤
永
井
鑊
三
郎
「
巳
十
七
」
と
あ
る
。 

  
 

 

□ 

ｈ 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

和
田
鍉
三
郎 

（
注
）
○分
２
８
６
に
御
馬
廻
組
六
十
一
石
江
戸
勤
「
巳
十
七
」
と
あ
る
。 

 

ｉ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

萩
原
豊
太
郎 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

 

ｊ 
 
 

三
人
扶
持 
 
 
 
 
 
 

岩
手
銑
之
助 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。
５
ｆ
岩
手
孫
右
衛
門
の
縁
者
か
。 

  
 
 

日
蓮
宗
谷
中
一
乗
寺 

ｋ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

鳥
羽
重
蔵 

（
注
）
○分
２
８
６
に
馬
廻
組
四
十
石
江
戸
勤
「
午
十
七
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
駒
込
肴
丁
十
方
寺 

ｌ 
 
 

七
十
五
石 
 
 
 
 
 
 

山
本
虎
太
郎 

（
注
）
○分
２
８
６
に
馬
廻
組
七
十
五
石
江
戸
勤
「
午
十
七
」
と
あ
る
。 

 

１
８ 

 
 
 
 
 
 

御
馬
廻
組
小
普
請 

 
 
 
 
 

御
馬
廻
席  

   
 

 

浄
土
宗
下
谷
金
杉
安
楽
寺 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

冨
塚
團
治 

（
注
）

○分
比
定
困
難 

  
 
 
 

浄
土
宗
四
ツ
谷
鰻
ケ
橋
香
蓮
寺 

御
次
御
賄
役 

ｂ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

根
岸
熊
之
助 

（
注
）
○分
２
５
０
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
次
勤
）「
辰
四
十
三
」
と
あ

る
。
な
お
「
鰻
」
は
「
鮫
」
を
誤
写
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。 

  
 

 

浄
土
宗
駒
込
竹
丁
大
運
寺 

 
 

勘
定
衆
組
頭
吟
味
方 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

中
村
壮
左
衛
門 

（
注
）
○分
７
３
に
郡
代
並
五
十
五
石
御
役
料
四
十
五
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
一
」
と
あ
る
。 

 
 
 

同
一
人
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
ほ
ど
の
出
世
で
あ
る
。
国
許
で
は
勘
定
奉
行
。 

  
 

 

禅
宗
駒
込
吉
祥
寺
地
中
洞
泉
寺 

同 
ｄ 

 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

浅
野
楽
蔵 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 

 

禅
宗
芝
二
本
榎
黄
梅
院 

 
 
 

同 

ｅ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
二
俵 

 
 

吉
浦
金
右
衛
門 



 17 

（
注
）
○分
２
７
２
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
御
留
主
居
下
役
兼
）「
辰
二
十

八
」
と
あ
る
。 

  
 
 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

中
嶋
舷
蔵 

（
注
）
○分
２
７
６
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
江
戸
勤
（
伊
勢
守
様
御
用
人
、
御
附
人
）

「
辰
三
十
七
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
月
界
院 

ｇ 
 
 

四
十
石
御
役
料
□
俵 

 
 
 

関
口
勝
平 

（
注
）
○分
に
御
勘
定
奉
行
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
江
戸
勤
「
辰
四
十
四
」
と
あ
る
。 

   
 
 

法
花
宗
市
谷 

 
 
 
 
 
 
 

御
蔵
方
深
川
内
堀 

ｈ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 
 

小
林
新
二
郎 

（
注
）
○分
２
５
４
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
蔵
御
用
兼
役
）
「
辰
四
十
九
」

と
あ
る
。 

 
 

 
    

 

浄
土
宗
三
田
大
信
寺 

 
 
 
  

御
用
部
屋
御
祐
筆 

ｉ 
 
 

四
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 

宮
氏
金
十
郎 

（
注
）
○分
比
定
不
能 

 

１
９ 

 
 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

 
 
 
 
 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

山
崎
應
助 

（
注
）
分
３
０
１
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
武
田
大
膳
太
夫
様
御
附
人
）「
辰
三

十
八
」
と
あ
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
書
部
屋 

ｂ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

上
田
瀧
蔵 

（
注
）
○分
２
４
５
に
松
之
間
詰
四
十
石
江
戸
勤
（
御
使
者
番
兼
役
）
上
田
与
一
郎
「
丑
二
十
六
」

が
あ
る
が
関
係
不
詳
。
記
事
日
付
は
慶
応
三
年
、
慶
応
元
年
十
一
月
時
点
で
は
御
供
方

相
之
間
支
配
兼
と
あ
る
。 

  
 

 

法
花
宗
麻
布
櫻
田
丁
法
登
寺 

 

御
次
御
賄
方 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

猪
納
錂
三
郎 

（
注
）
○分
３
０
２
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
次
勤
）「
辰
二
十
八
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
は
安
政
二
年
三
月
。
こ
の
時
期
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
本
項
は
安

政
二
年
以
前
と
な
る
。
な
お
「
登
」
は
「
雲
」
を
誤
写
し
た
も
の
か
。 

 
 
 

 
 

 

浄
土
宗
四
ツ
谷
南
寺
丁
西
念
寺 

ｄ 
 
 

五
十
四
石 

 
 
 
 
 
 

渡
辺
雄
庵 

（
注
）
○分
２
８
４
に
御
医
師
並
五
十
四
石
勤
料
十
俵
江
戸
勤
（
本
道
、
外
科
兼
）
「
辰
二
十
六
」

と
あ
る
。
こ
の
記
事
日
付
は
安
政
六
年
三
月
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
料
理
方 

ｅ 
 
 

三
人
扶
持
御
役
料
□
俵 

 

石
原
織
蔵 

（
注
）
○分
２
５
５
に
松
之
間
席
四
十
五
石
国
許
勤
「
辰
四
十
」
が
あ
る
。
記
事
日
付
は
文
久
二

年
四
月
。
な
お
文
久
三
年
の
真
華
院
道
中
記
に
御
料
理
人
助
勤
と
し
て
随
行
と
あ
る
。

□
は
十
二
か
。 

  
 

 

禅
宗
下
谷
新
寺
丁
龍
谷
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

古
屋
良
佐 

（
注
）
○分
３
０
３
に
馬
廻
席
五
十
石
江
戸
勤
「
辰
五
十
五
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
安
政
二
年
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七
月
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

御
年
寄
書
役 

ｇ 
 
 

三
人
扶
持
御
役
料
五
俵 

 

川
嶋
周
治 

（
注
）
○分
３
８
８
に
大
小
姓
席
四
十
二
石
江
戸
勤
「
卯
十
七
」（
鏸
次
郎
）
が
あ
る
が
同
一
人
か
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

御
買
物
方 

ｈ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

牧
野
多
吉 

（
注
）
○分
３
０
４
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
買
物
方
兼
役
）
「
辰
三
十
三
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
安
政
三
年
三
月
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

御
蔵
方 

ｉ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

竹
中
岩
之
助 

（
注
）
○分
２
６
５
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
蔵
御
用
兼
役
）「
辰
四
十
」
と

あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
駒
込
吉
祥
寺
地
中
宗
宝
院 

 

ｊ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 
 
 

伊
藤
幸
八 

（
注
）
○分
２
５
５
に
松
之
間
席
四
十
五
石
御
役
料
十
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
八
」
と
あ
る
。
文
久

二
年
三
月
迄
（
真
華
院
様
御
賄
役
兼
と
あ
り
、
随
行
帰
郡
し
た
も
の
か
。 

  
 
 

法
花
宗
深
川
浄
心
寺
地
中
一
乗
院 

舜
山
様
附 

ｋ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

富
永
喜
三
郎 

（
注
）
○分
２
０
６
に
御
書
院
詰
四
十
五
石
御
役
料
二
十
五
俵
江
戸
勤
（
彰
太
郎
様
御
用
人
、
御

附
人
、
御
入
ケ
向
引
請
）
富
永
良
右
衛
門
（
喜
三
郎
）
「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。 

 

２
０ 

 
 

 

禅
宗
牛
込
原
丁
大
龍
寺 

ａ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

中
野
守
馬 

（
注
）
○分
３
０
７
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
書
替
役
兼
）「
辰
二
十
四
」
と
あ

る
。
安
政
五
年
六
月
迄
武
田
左
京
大
夫
様
御
附
人
。
慶
応
三
年
御
供
日
記
で
は
五
月
御

先
相
之
間
に
任
命
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
新
寺
丁
善
徳
院
地
中
春
翁
院 

ｂ 
 
 

八
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

大
波
東
銓 

（
注
）
○分
３
０
７
に
馬
廻
席
八
十
二
石
国
元
勤
（
本
道
）「
午
十
七
」
が
あ
る
が
、
サ
ン
ズ
イ
に

全
と
な
っ
て
い
る
。
石
高
の
類
似
か
ら
同
一
人
と
思
わ
れ
る
が
確
認
は
困
難
。 

  
 
 
 
 

御
馬
廻
小
普
請 

 
 
 
 
 

御
徒
目
付
組
頭 

 

  
 

 

浄
土
真
宗
浅
草
新
堀
端
正
行
寺 

御
厩
目
付 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

大
森
東
三
郎 

（
注
）
○分
３
１
７
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
徒
目
付
組
頭
、
御
厩
目
付
兼
）

「
辰
四
十
一
」
と
あ
る
。 

  
 
 
 
 

大
小
姓
組 

 

  
 

 

浄
土
宗
小
日
向
臺
丁
大
圓
寺 

ｄ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

櫻
井
鋭
太
郎 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
十
七
」
と
あ
る
。
慶
応
三
年
「
御
供
日
記
」

に
御
供
方
助
勤
任
命
の
旨
記
述
あ
り
。 

  
 

 

法
花
宗
下
谷
宗
延
寺 
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ｅ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

山
口
忠
吾 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
注
）

○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
一
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
駒
込
蓮
光
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

喜
多
野
勝
五
郎 

（
注
）
○分
３
６
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
（
銃
五
郎
）「
酉
二
十
一
」
が
あ
り
、
恐
ら
く
同

人
と
思
わ
れ
る
。 

  
 

 

禅
宗
下
谷
坂
本
曹
源
寺 

ｇ 
 
 

四
十
石 

 
 

 
 
 
 

 

横
田
大
助 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
戌
十
七
」
が
あ
り
同
人
か
。 

  
 
 

法
花
宗
下
谷
池
之
端
妙
顕
寺 

ｈ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

穴
澤
竹
蔵 

（
注
）
○分
３
４
７
に
大
小
姓
組
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
三
十
九
」
と
あ
る
。 

 

２
１ 

 
 
 

禅
宗
駒
込
千
駄
木
捻
禅
寺 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

栗
田
拾
之
助 

（
注
）
○分
１
４
４
に
御
目
付
四
十
石
御
役
料
五
十
俵
江
戸
勤
（
駒
込
御
屋
敷
御
留
主
居
兼
役
）

「
辰
三
十
」
と
あ
る
。
役
料
共
の
石
高
が
倍
増
の
昇
進
で
あ
る
が
、
記
事
日
付
は
文
久

元
年
八
月
と
あ
る
。
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
乗
方 

ｂ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

中
村
喜
佐
之
進 

（
注
）
○分
２
３
４
に
松
之
間
詰
四
十
五
石
国
許
勤
（
御
乗
方
）「
辰
二
十
六
」
と
あ
る
。
記
事
日 

付
は
元
治
元
年
九
月
で
、
こ
の
時
点
で
跡
目
相
続
・
国
許
転
勤
し
た
も
の
か
。 

 
 

 
 

ｃ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

石
井
権
之
丞 

（
注
）
○分
２
２
１
に
御
番
方
組
頭
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
勤
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
三
十
二
」
と

あ
り
、
か
な
り
の
昇
進
を
遂
げ
て
い
る
。
但
し
御
番
方
組
頭
は
松
之
間
詰
と
御
書
院
詰

の
中
間
に
位
置
す
る
中
級
身
分
。 

 

禅
宗
浅
草
内
原
丁
金
龍
寺 

ｄ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

渡
辺
良
之
助 

（
注
）
○分
比
定
困
難 

  
 

 

日
蓮
宗
駒
込
長
元
寺 

ｅ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

上
田
丹
右
衛
門 

（
注
）
○分
１
６
８
に
郡
代
格
四
十
五
石
御
役
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
御
書
札
改
役
兼
）「
辰
四
十
九
」

の
四
郎
治
が
あ
る
が
、
同
一
人
判
定
は
困
難
。 

 

 
 

 

浄
土
真
宗
浅
草
新
寺
丁
入
楽
寺 

ｆ 
 
 

百
石 

 
 
 

 
 

 
 
 

竹
本
源
助 

（
注
）
○分
６
１
に
御
奏
者
番
百
石
御
役
料
三
十
俵
国
許
勤
（
銃
隊
奉
行
並
）「
辰
三
十
一
」
と
あ

る
。
御
奏
者
番
は
大
目
附
・
郡
代
・
町
奉
行
よ
り
上
位
の
重
臣
（
独
礼
）
で
あ
り
、
こ

の
昇
進
は
常
識
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
。
記
事
日
付
は
慶
応
三
年
八
月
で
あ
る
が
、
前

職
は
「
御
使
者
番
兼
役
」
で
、
や
は
り
目
付
や
勘
定
奉
行
よ
り
上
位
に
あ
る
。 

 

 
 

 

法
華
宗
赤
城
明
神
下
清
隆
寺 

ｇ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

伏
木
兼
助 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
九
」
と
あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 
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ｈ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

藤
田
豊
蔵 

（
注
）
○分
中
８
に
相
之
間
三
十
五
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
で
は
文
久
元
五

月
迄
四
十
石
で
あ
り
異
例
の
降
格
・
減
石
か
。 

  
 
 

禅
宗
下
谷
金
杉
正
燈
寺 

ｉ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

小
出
常
三
郎 

（
注
）
○分
１
２
４
に
御
側
御
用
役
四
十
石
御
役
料
三
十
俵
国
許
勤
（
御
供
方
御
刀
番
）「
辰
十
八
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
は
慶
応
二
年
七
月
で
、
若
年
に
し
て
異
例
の
昇
進
で
あ
る
（
本
来

御
刀
番
は
国
許
で
は
不
必
要
だ
が
、
将
軍
在
京
に
伴
い
必
要
と
な
っ
た
も
の
か
）
。 

  
 
 

禅
宗
芝
切
通
シ
光
宝
寺 

ｊ 
 
 

六
十
七
石 

 
 
 
 
 
 

村
井
鍵
之
輔 

（
注
）
○分
３
８
１
に
大
小
姓
席
六
十
七
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
」
と
あ
る
。
比
較
的
石
高
が
大
き

い
。 

  
 
 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

ｋ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

大
槻
鉄
蔵 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
九
」
と
あ
る
。 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
乗
方 

ｌ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

河
野
直
次
郎 

（
注
）
○分
２
９
７
に
馬
廻
組
三
人
扶
持
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
乗
方
）「
辰
二
十
九
」
と
あ

る
。
本
書
８
ｇ
河
野
省
三
の
縁
者
か
。
な
お
「
御
乗
方
」
は
馬
術
調
練
の
こ
と
。 

 

２
２ 

 
 
 

浄
土
宗
麻
布
六
本
木
正
侭
寺 

ａ 
 
 

百
二
十
石 

 
 
 
 
 

 

大
野
嘉
二
郎 

（
注
）
○分
２
２
５
に
御
側
詰
百
二
十
石
国
許
勤
「
辰
十
八
」（
嘉
次
郎
）
が
あ
り
、
記
事
日
付
は

慶
応
二
年
四
月
と
な
っ
て
い
る
。
元
々
異
例
の
石
高
か
ら
見
て
、
こ
の
人
物
が
国
許
転

勤
し
て
昇
進
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
○分
３
１
１
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸

勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）
「
辰
二
十
七
」
（
鉦
三
郎
）
も
あ
る
の
で
一
応
あ
げ
て
お
く
。
な

お
「
侭
」
は
「
信
」
の
誤
写
か
。 

 

 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
佐
門
坂
宗
泰
院 

ｂ 
 
 

五
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

山
寺
金
三
郎 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
銃
隊
組
頭
兼
）「
酉
二
十
」（
三
郎
）

が
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
一
人
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 

浄
土
宗
下
谷
坂
本
泰
壽
院 

ｃ 
 
 

七
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

坪
井
吉
三
郎 

（
注
）
○分
２
３
８
に
松
之
間
詰
七
十
五
石
江
戸
勤
（
遠
近
御
使
者
番
并

御
取
次
兼
）
「
辰
十
七
」

と
あ
る
。 

  
 
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
新
丁
浄
専
寺 

ｄ 
 
   

八
十
二
石 

 
 
 
 
 
 

谷
澤
鉀
之
助 

（
注
）
○分
３
４
４
に
大
小
姓
組
七
十
二
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
六
」（
慎
吾
）
が
あ
る
。
元
治
二
年

に
減
石
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

浄
土
宗
麻
布
白
金
西
光
寺 

ｅ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

池
田
八
十
五
郎 

（
注
）
○分
２
３
４
に
松
之
間
詰
百
八
十
石
国
許
勤
「
戌
十
七
」（
八
十
次
郎
）
が
あ
る
が
、
石
高

が
違
い
す
ぎ
る
（
別
人
或
い
は
本
書
誤
記
か
）
。
な
お
記
事
日
付
は
文
久
二
年
九
月
と
な

っ
て
い
る
。 
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禅
宗
浅
草
新
堀
心
月
院 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

吉
田
善
助 

(
注)
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
午
十
九
」
（
善
介
）
と
あ
る
。 

  
 
 
 
 

大
小
姓
組
小
普
請 

 

  
 
 

天
台
宗
小
石
川
小
原
丁
龍
泉
寺 

ｇ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

宮
川
榮
蔵 

 (

注)

○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
十
」
と
あ
る
。
か
な
り
若
年
で
跡
目
相
続
し
た
よ
う
で 

あ
る
が
十
歳
は
ど
ん
な
も
の
か
。 

  
 
 
 

 

大
小
姓
席 

 

  
 
 

禅
宗
西
久
保
俊
朝
寺 

ｈ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

樫
木
閑
輔 

 (

注)

○分
３
１
７
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）
「
辰
四
十
一
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
駒
込
冨
士
前
丁
天
然
寺 

ｉ 
 
 

四
十
石 
 
 
 
 
 
 
 

太
田
八
十
平 

 (

注)

○分
３
５
４
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
が
天
保
三
（（
１
８
３
２
） 

年
十
二
月
と
古
く
、
中
奥
附
勤
御
役
料
十
俵
が
召
し
上
げ
に
な
っ
て
い
る
。 

 

２
３ 

 

 
 

 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
浄
蓮
院 

御
徒
目
付 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

高
木
慎
三
郎 

（
注
）
○分
３
８
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
七
」
と
あ
る
。
慶
応
三
年
五
月
迄
御

役
料
五
俵
（
支
配
方
大
目
附
御
目
付
）
と
あ
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
徒
目
付
け
か
ら
転

任
か
。 

 

浄
土
真
宗
駒
込
西
善
寺 

ｂ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 

 

大
野
鉦
三
郎 

 

（
注
）
○分
３
１
１
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）
「
辰
二
十
七
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
は
万
延
元
年
閏
三
月
。 

 
 

 
 
 
 

日
蓮
宗
市
ヶ
谷
妙
典
寺 

 
 
 

御
次
勤 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

高
橋
一
太
郎 

（
注
）
○分
３
３
４
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
二
十
五
」
（
高
橋
伝
）
と
あ
る
。

慶
応
二
年
五
月
迄
御
次
勤
と
あ
る
。 

  
 

浄
土
宗
西
久
保
天
徳
寺
地
中
浄
桂
院 

御
奥
御
広
式
兼 

ｄ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

関
根
裕
八 

（
注
）
○分
３
２
５
に
馬
廻
席
四
十
五
石
御
役
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。
慶
応
元

年
七
月
帰
郡
と
思
わ
れ
る
が
、
前
職
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 

  
 

 

浄
土
宗
増
上
寺
地
中
貞
松
院 

 

御
賄
役 

ｅ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

冨
山
数
右
衛
門 

（
注
）
○分
３
０
８
に
馬
廻
席
四
十
五
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
金
小
払
方
兼
役
）「
辰
三
十
三
」

（
政
右
衛
門
と
も
）
と
あ
り
、
安
政
六
年
五
月
迄
、
御
賄
役
并

御
道
具
方
兼
役
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 



 22 

ｆ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

海
野
三
津
之
助 

 
（
注
）
○分
３
３
２
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
柳
澤
孫
左
衛
門
様
御
附
人
）「
辰
五

十
一
」
と
あ
る
。
孫
左
衛
門
は
「
真
華
院
道
中
記
」
や
「「
家
譜
附
録
」
等
に
記
さ
れ
て

い
る
が
詳
細
不
明
。
○分
２
０
７
に
「
御
賄
料
」
と
し
て
二
十
人
扶
持
（
九
十
俵
相
当
）

が
支
給
さ
れ
て
い
る
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

御
賄
役 

ｇ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

伊
藤
完
次
郎 

（
注
）
○分
３
１
３
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
金
小
払
方
兼
役
）「
辰
三
十
」
と

あ
り
、
文
久
二
年
正
月
迄
、
御
賄
役
并
御
道
具
方
兼
役
と
あ
る
。 

 
 

 
 

 

真
言
宗
巣
鴨
真
性
寺 

 
 
 
 

御
徒
目
付 

ｈ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

間
宮
金
治 

（
注
）
○分
３
７
６
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
子
十
七
」（
久
吉
）
が
あ
る
が
、
比
定
は
困
難
。 

  
 
 

浄
土
宗
本
駒
込
大
運
寺 

 
 
 

本
遊
院
様
御
附 

 
 
 

ｉ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

原
田
郡
五
郎 

（
注
）
○分
３
７
３
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
「
戌
十
七
」（
養
五
郎
）
が
あ
る
が
、
前
職
記
事

も
な
く
比
定
困
難
。 

 

 
 
 

禅
宗
本
郷
追
分
満
蔵
寺 

 
 
 

御
奥
勤 

ｊ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

黒
木
清
三
郎 

（
注
）
分
３
６
９
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
申
十
七
」
（
錯
之
進
）
が
あ
る
が
比
定
困
難
。 

 
 
 

な
お
「
満
」
は
「
海
」
の
誤
写
か
。 

  
 
 

法
花
宗
小
石
川
本
念
寺 

 
 
 

御
中
間
頭 

 
 

ｋ 
 
 

四
十
一
石
御
役
料
十
俵 

 

柏
田
圓
左
衛
門 

（
注
）
○分
３
１
３
に
馬
廻
席
四
十
一
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
勘
定
衆
組
頭
兼
役
）「
辰
四
十

四
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
万
延
元
年
十
月
で
、
前
職
は
（
中
間
頭
兼
役
）
と
な
っ
て

い
る
。 

 

２
４ 

 
 

 

浄
土
宗
下
谷
金
杉
安
楽
寺 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

金
子
種
吉 

（
注
）
○分
３
５
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
十
五
」
と
あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
市
ヶ
谷
四
丁
洞
雲
寺 

ｂ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 

 
 

 

加
治
亥
之
八 

（
注
）
○分
３
８
３
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
二
」
前
職
（
御
次
勤
）
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
駒
込
冨
士
前
丁
天
然
寺 

ｃ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

松
井
勇
吉 

（
注
）
○分
３
５
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
十
六
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
月
界
院 

御
徒
目
付 

ｄ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

平
井
求
馬 

（
注
）
○分
２
７
０
に
松
之
間
席
五
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
銃
隊
組
頭
兼
）「
辰
二
十
七
」
と

あ
る
。「
元
治
二
年
大
庄
屋
記
録
」
１
１
６
に
留
主
居
役
吉
田
良
之
進
下
役
と
し
て
郡
山

藩
庁
に
出
向
い
て
い
る
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
西
福
寺 

同 

ｅ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

古
川
周
三 

（
注
）
○分
３
４
０
に
御
徒
目
付
組
頭
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
厩
目
付
兼
役
）「
辰
二
十
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五
」
（
徳
次
郎
と
も
）
と
あ
る
。
慶
応
二
年
二
月
迄
、
御
徒
目
付
勤
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

吉
野
庸
太
郎 

（
注
）
○分
３
５
９
に
大
小
姓
席
四
十
石
御
徒
（
役
）
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
二
十
三
」
と
あ
る
。 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 

中
奥
附 

ｇ 
 
 

四
十
石
御
役
料
十
俵 

 
 

永
井
新
治 

（
注
）
○分
３
６
３
に
大
小
姓
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
前
職
中
奥
勤
）「
辰
二
十
七
」
と

あ
る
。
記
事
日
付
は
嘉
永
五
（
１
８
５
２
）
年
で
あ
る
。
役
料
は
十
一
俵
か
も
知
れ
な

い
。 

 

浄
土
真
宗
本
郷
追
分
専
西
寺 

ｈ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

高
田
源
吾 

（
注
）
○分
に
高
田
姓
は
多
数
あ
る
が
比
定
困
難
。 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左
京
太
夫
様
附 

ｉ 
 
 

三
人
扶
持
御
役
料
五
俵 

 

寺
尾
勇
之
丞 

（
注
）
○分
２
７
１
に
松
之
間
席
四
十
三
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）「
辰
三

十
八
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
慶
応
二
年
四
月
で
、
こ
の
頃
家
督
相
続
と
共
に
松
之
間

へ
昇
進
と
思
わ
れ
る
。 

 

浄
土
宗
三
田
寺
丁
随
應
寺 

 
 

御
次
勤 

ｊ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

田
村
小
治
郎 

（
注
）
○分
３
３
９
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
中
間
頭
兼
役
）
「
辰
二
十
一
」
（
尉

之
助
又

小
次
郎
）
と
あ
る
。 

 

２
５ 

浄
土
宗
増
上
寺
地
中
月
界
院 

ａ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

青
柳
利
兵
衛 

（
注
）
○分
３
３
４
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
伊
勢
守
様
御
附
人
、
吟
味
役
頭
取
）

「
辰
五
十
」
と
あ
る
。 

  
 

 

真
言
宗
浅
草
新
寺
丁
本
知
院 

 

御
書
役 

ｂ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

宮
川
又
四
郎 

（
注
）
○分
３
３
９
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
賄
役
并
御
道
具
方
兼
役
）「
辰
二

十
九
」
（
新
七
郎
）
と
あ
る
。
前
職
は
書
替
役
兼
と
な
っ
て
い
る
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
西
久
保
光
明
寺 

 
 

番
頭
書
役 

ｃ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

若
山
武
兵
衛 

（
注
）
○分
３
６
３
に
大
小
姓
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
賄
役
并
御
道
具
方
兼
役
）「
辰

三
十
一
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
嘉
永
七
（
１
８
５
４
）
年
閏
七
月
と
あ
り
、
本
書
は

こ
の
時
に
遡
る
も
の
か
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

御
書
替 

ｄ 
 
 

三
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

河
原
文
之
助 

（
注
）
○分
３
６
３
に
大
小
姓
席
三
人
扶
持
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
中
間
頭
兼
役
）
「
辰
二
十
八
」

と
あ
る
。
記
事
日
付
は
安
政
二
年
六
月
で
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
一
本
松
徳
正
寺 

ｅ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

堀
内
陽
之
助 

（
注
）
○分
３
６
３
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
「
辰
十
八
」
と
あ
る
。
安
政
二
年
に
は
帰
郡
し

て
い
る
。 
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禅
宗
浅
草
新
寺
丁
東
岳
寺 

ｆ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

阿
部
亀
三 

（
注
）
本
書
は
阿
部
家
文
書
で
あ
る
が
、
こ
の
阿
部
姓
の
人
物
は
○分
に
見
当
た
ら
な
い
。 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 

御
書
部
屋 

ｇ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

相
川
庄
蔵 

（
注
）
○分
２
６
９
に
松
之
間
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
書
札
改
役
兼
）
「
辰
三
十
二
」

と
あ
る
。 

  
 
 

法
花
宗
小
石
川
白
山
蓮
花
寺
地
中
延
壽
寺 

御
徒
目
付 

ｈ 
 
 

四
十
石
御
役
料
五
俵 

 
 

今
田
七
郎 

（
注
）
○分
２
０
２
に
御
書
院
詰
七
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。
身
分
・
石
高
共
に
異

例
の
昇
進
で
あ
る
が
、
何
故
か
職
歴
等
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

  
 
 

法
花
宗
小
石
川
小
原
丁
本
念
寺 

ｉ 
 
 

四
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

尾
澤
鈼
太
郎 

（
注
）
○分
３
６
４
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
「
辰
十
七
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
の
安
政
三
年

十
月
に
帰
郡
か
。 

  
 
 

禅
宗
本
郷
六
丁
目
喜
福
寺 

ｊ 
 
 

四
十
石 
 
 
 
 
 
 
 

金
丸
鍵
太
郎 

（
注
）
○分
３
６
６
に
大
小
姓
席
四
十
石
国
許
勤
「
午
十
七
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
の
安
政
五
年

に
は
帰
郡
か
。 

 

２
６ 

 
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 

御
金
方 

ａ 
 
 

四
十
石
御
役
五
俵 

 
 
 

牧
野
伊
兵
衛 

（
注
）
○分
３
３
１
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
買
物
方
兼
役
）「
辰
四
十
八
」
と

あ
る
。
記
事
日
付
の
慶
応
二
年
四
月
迄
は
三
十
五
石
と
あ
り
、
徒
目
付
身
分
で
あ
っ
た

か
。 

  
 

 
 
 

大
小
姓
席
小
普
請 

 

  
 

 

禅
宗
黄
檗
派
目
白
洞
雲
寺 

 
 
 
 
 

ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

龍
華
庵
大
樹 

（
注
）
○分
に
記
載
な
し
。
お
そ
ら
く
駒
込
六
義
園
内
龍
華
庵
の
住
職
の
よ
う
な
者
か
。 

  
 
 
 
 

大
小
姓
並 

 

  
 

 

浄
土
真
宗
駒
込
片
丁
一
音
寺 

御
奥
料
理
方 

ｃ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 

深
町
留
五
郎 

（
注
）
○分
３
２
７
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
四
」
と
あ
り
、
文
久
三
年

の
真
華
院
帰
郡
道
中
に
御
料
理
人
と
し
て
随
伴
し
て
い
る
。 

  
 

 

法
花
宗
大
塚
本
傳
寺
地
中
圓
陳
院 

 

中
奥
御
賄
方 

ｄ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 

牛
田
名
之
助 

（
注
）
○分
３
８
９
に
大
小
姓
並
三
十
五
石
御
役
料
十
五
俵
国
許
勤
（
御
次
勤
）「
辰
四
十
」
と
あ

る
。
記
事
日
付
は
安
政
三
年
七
月
で
、
こ
の
頃
に
帰
郡
か
。
な
お
「
陳
」
は
「
珠
」
の

誤
写
か
。 

  
 

 
禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

 
 

御
留
主
居
下
役
手
伝 

ｅ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 

小
嶋
有
次
郎 
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（
注
）
○分
３
８
６
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
寅
十
七
」（
朋
次
郎
）
と
あ
る
。
記
事
日
付
は

慶
応
二
年
十
月
で
あ
る
が
、
こ
の
「
寅
十
七
」
が
慶
応
二
年
の
「
丙
寅
」
と
す
れ
ば
、

本
書
の
成
立
時
に
は
十
二
・
三
歳
と
な
り
、
判
断
が
難
し
い
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

御
年
寄
内
書
役 

ｆ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

磯
田
直
次
郎 

（
注
）
○分
３
２
１
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
用
部
屋
附
）「
辰
二
十

四
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
元
治
元
年
十
月
で
、
こ
の
時
に
身
分
・
石
高
共
に
昇
進
し

た
も
の
か
。 

  
 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

 
 

ｊ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 
椿 
義
三
郎 

（
注
）
○分
３
３
８
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
「
辰
二
十
九
」
と
あ
る
。
記
事
日
付

は
慶
応
三
年
六
月
で
、
こ
の
時
に
身
分
・
石
高
共
に
昇
進
し
た
も
の
か
。
な
お
前
職
は

書
替
役
兼
。 

 

２
７ 

 
 
 
 
 

大
小
姓
並
小
普
請 

 

 
 

 
 
 

ａ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小
林
雅
次
郎 

（
注
）
○分
３
８
９
に
大
小
姓
並
三
十
五
石
国
許
勤
「
辰
十
□
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
安
政
三

年
十
月
で
あ
り
、
こ
の
時
に
帰
郡
し
た
も
の
か
。 

 

（
注
）
○分
で
の
身
分
席
次
（
役
職
）
区
分
で
は
、
御
家
老
か
ら
大
小
姓
並
迄
に
つ
い
て
は
、
所

謂
「
御
目
見
身
分
（
幕
臣
で
あ
れ
ば
旗
本
）
と
し
て
「
従
是
以
上 

月
並
御
祝
儀
、 

御
屋
形
江

出
仕
、
伺
御
機
嫌
」
と
し
て
い
る
。 

主
な
席
次
（
役
職
）
は
銀
馬
代
・
独
礼
に
次
で
「
御
番
方
組
頭
、
松
之
間
、
大
近
習
組
、

御
馬
廻
、
御
徒
目
付
、
大
小
姓
」
で
あ
り
、
全
体
が
「
御
分
限
帳 

上
」
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
○分
収
録
数
は
５
４
９
名
、
本
書
収
録
は
１
４
０
名
で
あ
り
、
や
は
り
比
率
が

高
い
よ
う
に
思
う
。
な
お
以
上
「
御
目
見
藩
士
」
の
合
計
は
、
○分
収
録
数
８
１
０
名
、

本
書
収
録
は
２
１
６
名
で
あ
り
、
時
期
が
ず
れ
て
い
る
も
の
の
概
略
四
分
の
一
が
江
戸

勤
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。 

  
 
 
 
 

御
徒
目
付 

 

 

 
 

 

真
言
宗
染
井
西
福
寺 

ｂ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

平
野
美
之
助 

（
注
）
○分
３
８
６
に
大
小
姓
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
供
目
付
兼
役
）
「
辰
三
十
四
」

と
あ
る
。 

  
 

 

法
花
宗
谷
中
大
圓
寺 

ｃ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

三
木
斑
三 

（
注
）
○分
３
４
１
に
大
小
姓
組
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
の
文
久
元
年

十
二
月
迄
、
御
次
勤
か
。 

  
 
 
 

 

相
之
間 

 

  
 

 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

ｄ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 

 

渡
辺
幸
蔵 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 

 

禅
宗
飯
倉
瑠
璃
光
寺 

 
 

御
帳
役 

ｅ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 

生
田
藤
五
郎 

（
注
）
○分
４
０
７
に
大
小
姓
並
三
十
五
石
江
戸
勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）
「
戌
二
十
六
」
（
銀
作
）
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が
あ
る
が
同
一
人
か
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
谷
丁
西
光
寺 

 
ｆ 

 
 

三
十
六
石 

 
 
 

 
 
 

原 

幸
之
丞 

（
注
）
○分
中
１
に
御
徒
目
付
三
十
五
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
二
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

御
用
部
屋
詰
番 

ｇ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 

 

石
渡
銀
蔵 

（
注
）
○分
中
１
３
に
相
之
間
三
十
五
石
江
戸
勤
「
寅
十
七
」
（
邑
治
）
が
あ
る
が
比
定
は
困
難
。 

  
 
 

禅
宗
深
川
七
軒
寺
丁
増
林
寺 

 
御
奥
広
式
目
付 

ｈ 
 
 

三
十
五
石
御
役
料
五
俵 

 
牧
野
藤
太
郎 

（
注
）
○分
３
９
９
に
大
小
姓
並
三
十
五
石
国
許
勤
「
辰
五
十
四
」
と
あ
る
が
、
記
事
日
付
の
元

治
元
年
三
月
に
帰
郡
か
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
西
福
寺 

 

ｉ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

丸
山
八
左
助 

（
注
）
○分
比
定
困
難 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 

本
遊
院
賄 

ｊ 
 
 

三
十
五
石
勤
料
五
俵 

 
 

藤
枝
久
助 

（
注
）
○分
比
定
困
難 

  
 
 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

御
用
人
御
詰
役
兼 

ｋ 
 
 

三
十
五
石
勤
料
五
俵 

 
 

岩
橋
藤
十
郎 

（
注
）
○分
３
３
３
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
用
人
支
配
之
方
世
話
役
兼
）「
辰

五
十
三
と
あ
る
。
記
事
日
付
の
慶
応
二
年
四
月
に
長
期
勤
続
に
よ
る
昇
進
か
。 

 

２
８ 

 
 

 

禅
宗
浅
草
海
禅
寺
地
中
霊
梅
軒 

中
奥
附 

ａ 
 
 

三
十
二
石
勤
料
五
俵 

 
 

杉
浦
岩
輔 

（
注
）
○分
中
７
に
相
之
間
三
十
五
石
国
許
勤
（
御
奥
御
用
達
附
）「
巳
十
九
」
と
あ
る
。
安
政
四

年
四
月
に
帰
郡
か
。 

  
 

 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 

時
計
間
組
頭 

ｂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

玉
越
友
次
郎 

（
注
）
○分
３
３
４
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
伊
勢
守
様
吟
味
役
勤
御
附
人
）「
辰

四
十
一
」
と
あ
り
、
堂
々
た
る
士
分
に
昇
進
し
て
い
る
。
同
人
は
慶
応
元
年
「
水
原
出

府
日
記
」
に
も
御
附
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
伊
勢
守
は
黒
川
藩
主
光
昭
で
柳

澤
保
泰
十
男
。 

  
 

 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

 
 

□
□
（「
左
京
大
夫
」
カ

）
様
附 

ｃ 
 
 

三
十
五
石
勤
料
十
五
俵 

 

長
尾
周
平 

（
注
）
○分
３
４
０
に
馬
廻
席
四
十
石
御
役
料
十
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）「
辰
五
十
六
」

と
あ
り
、
前
職
も
武
田
左
京
大
夫
様
御
附
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
長
期
勤
続
昇
進

か
。 

  
 
 
 
 

相
之
間
小
普
請 

 

  
 

 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

 

ｄ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

中
村
金
太
郎 

（
注
）
○分
中
７
に
相
之
間
三
十
五
石
国
許
勤
「
辰
□
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
嘉
永
四
年
十
一

月
と
あ
り
、
そ
の
こ
ろ
に
は
帰
郡
か
。 
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勘
定
衆 

 

 
 
 
 

 
 
 

浄
土
真
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
善
正
寺 

ｅ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

高
梨
甚
八 

（
注
）
○分
中
７
に
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
中
奥
附
勤
）
「
辰
二
十
六
」
と
あ
る
。 

  
 
 

法
花
宗
麻
布
櫻
田
丁
法
雲
寺 

 

御
用
部
屋
詰
番 

ｆ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

塙 

栄
三
郎 

（
注
）
○分
３
８
８
に
大
小
姓
席
四
十
石
御
役
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
書
役
兼
）「
辰
二
十
五
」
と
あ

り
、
慶
応
三
年
六
月
昇
進
か
。 

  
 
 

天
台
宗
牛
込
横
寺
丁
正
蔵
院 

ｇ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 

 

金
枝
栄
之
進 

（
注
）
○分
中
２
７
に
相
之
間
三
十
五
石
江
戸
勤
「
辰
十
六
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
麻
布
三
光
坂
西
光
寺 

 

八
丁
堀 

 

ｈ 
 
 

御
茶
道
三
十
五
石 

 
 
 
 

武
知
元
秀 

（
注
）
○分
中
３
７
に
相
之
間
小
普
請
三
十
石
江
戸
勤
（
本
道
、
外
科
兼
）「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。 

 
 
 

文
久
三
年
十
二
月
に
御
茶
道
解
任
に
よ
り
減
石
か
。 

 

２
９ 

 
 
 

禅
宗
四
ツ
谷
北
寺
丁
全
長
寺 

四
ツ
谷
塩
丁 

ａ 
 
 

五
人
扶
持 

 
 
 
 
 
 

横
手
貞
碵 

（
注
）
○分
中
１
０
に
相
之
間
三
十
五
石
江
戸
勤
（
本
道
、
外
科
兼
）
「
辰
五
十
」
と
あ
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
浅
草
新
堀
龍
宝
寺
地
中
西
光
院 

ｂ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

緒
形
銀
八 

 

（
注
）
○分
中
１
７
に
勘
定
衆
三
十
五
石
国
許
勤
「
辰
十
九
」
と
あ
る
。
嘉
永
七
年
五
月
に
帰
郡

か
、 

  
 

 

時
宗
浅
草
日
輪
寺 

 
 
 
 
 

御
廣
式
番 

ｃ 
 
 

三
十
五
石
勤
料
五
俵 

 
 

永
田
八
兵
衛 

（
注
）
○分
中
８
に
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
五
十
二
」
と
あ
る
。
文
久
元
年
四

月
に
帰
郡
か
。 

  
 

 

禅
宗
芝
岸
丁
光
宝
寺 

 
 
 

御
年
寄
方
書
役 

ｆ 
 
 

三
十
五
石
勤
料
五
俵 

 
 

高
田
兵
右
衛
門 

（
注
）
○分
３
８
５
に
大
小
姓
席
四
十
石
江
戸
勤
「
辰
三
十
二
」
と
あ
る
。
慶
応
二
年
四
月
迄
勘

定
衆
（
書
役
兼
）
か
。 

  
 

 

日
蓮
宗
牛
込
神
楽
坂
善
国
寺 

ｇ 
 
 

三
十
五
石 

 
 
 
 
 
 

内
田
米
吉 

（
注
）
○分
中
１
８
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
「
巳
十
七
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
赤
坂
一
ツ
木
浄
土
寺 

ｈ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

井
上
嘉
七
郎 

（
注
）
○分
中
１
９
に
勘
定
衆
三
十
五
石
江
戸
勤
（
中
奥
附
勤
）
「
巳
二
十
二
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
天
徳
寺
地
中 

ｉ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 

 
 
 

松
崎
銀
太
郎 

（
注
）
○分
中
４
１
に
御
徒
士
三
十
石
国
許
勤
「
巳
十
七
」
と
あ
る
。
安
政
六
年
二
月
に
帰
郡
と

共
に
一
旦
三
十
五
石
に
加
増
さ
れ
た
分
五
石
が
減
石
か
。 
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勘
定
衆
小
普
請 

 
 
 
 
  

勘
定
衆
並 

 

 
 
 
 

 
 
 

浄
土
真
宗
駒
込
三
ツ
家
丁
西
善
寺 

時
計
之
間
組
頭 

ｊ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

杉
山
宗
如 

（
注
）
○分
中
１
９
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
十
俵
江
戸
勤
（
御
茶
道
兼
奥
）
と
あ
る
。
安
政
六

年
六
月
迄
江
戸
坊
主
組
頭
兼
役
。 

  
 
 

禅
宗
高
輪
臺
丁
保
安
寺 

 

御
勘
定
奉
行
書
役 

ｊ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

吉
田 

貢 

（
注
）
○分
中
２
７
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
十
俵
江
戸
勤
（
書
役
兼
）
「
辰
三
十
一
」
と
あ
る
。

前
職
は
記
さ
れ
て
い
な
い 

  
 
 

日
蓮
宗
下
谷
大
久
寺 

ｋ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

戸
田
八
五
郎 

（
注
）
○分
中
２
８
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
四
」
と
あ
る
。
慶
応
三
年

八
月
に
帰
郡
か
。 

 

３
０ 

 
 
 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

 
 
 

大
目
附
書
役 

ａ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

遠
藤
巻
右
衛
門 

（
注
）
○分
中
１
４
に
勘
定
衆
並
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
二
十
俵
江
戸
勤
（
伊
勢
守
様
御
付
人 

吟

味
役
）
「
辰
四
十
一
」
と
あ
り
。
か
な
り
の
加
増
を
う
け
て
い
る
。 

  
 
 

浄
土
宗
市
ヶ
谷
指
ケ
谷
丁
浄
善
寺 

御
廣
式
目
付 

ｂ 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川
辺
左
馬
蔵 

 

（
注
）
○分
中
２
４
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
四
十
二
」
と
あ
る
。
慶
応
元
年

七
月
に
帰
郡
か
。 

  
 
 
 
 

御
徒
士 

 
 

  
 

 

浄
土
宗
駒
込
千
駄
木
光
源
寺 

ｃ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

牧
野
紋
右
衛
門 

（
注
）
○分
４
０
５
に
大
小
姓
並
三
十
五
石
御
役
料
五
俵
江
戸
勤
（
中
奥
附
勤
）「
辰
三
十
四
」
と

あ
り
、
慶
応
元
年
十
月
に
昇
進
・
帰
郡
か
と
思
わ
れ
る
。 

  
 

 

禅
宗
愛
宕
下
青
松
寺
地
中
吟
窓
院 

ｄ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

藤
田
亀
二
郎 

（
注
）
○分
中
３
８
に
御
徒
士
三
十
石
国
許
勤
「
辰
十
五
」
と
あ
る
。
記
事
日
付
は
弘
化
四
（
１

８
４
７
）
年
五
月
と
な
っ
て
い
る
が
、
年
代
が
合
わ
な
い
。 

  
 

 

禅
宗
愛
宕
下
青
松
寺
地
中
忠
孝
院 

本
遊
院
様
御
廣
式
番 

ｅ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

武
藤
金
三
郎 

 

（
注
）
○分
中
３
３
に
勘
定
衆
並
三
十
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
江
戸
坊
主
組
頭
兼
役
）「
辰
二
十
八
」

と
あ
る
。
な
お
「
忠
孝
院
」
は
「
孝
寿
院
」
の
誤
写
か
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
新
堀
端
壽
松
院
地
中
峯
林
院 

ｆ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

村
岡
仙
之
助 

（
注
）
○分
中
３
８
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
「
辰
十
八
」
と
あ
る
。
な
お
「
峯
林
」
は
「
峯
休
」

か
。 

  
 

 

浄
土
宗
浅
草
山
谷
丁
道
林
寺 

御
次
勤 
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ｇ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

直
崎
莱
助 

（
注
）
○分
中
４
０
に
御
徒
士
三
十
石
勤
料
十
俵
国
許
勤
（
御
次
勤
）「
辰
三
十
二
」
と
あ
り
、
嘉

永
二
年
二
月
に
帰
郡
と
も
思
わ
れ
る
が
、
本
書
は
年
齢
が
嘉
永
三
戌
年
基
準
で
あ
り
、

疑
問
が
残
る
。 

  
 
 

法
華
宗
牛
込
榎
丁
宗
柏
寺 

 
 

左
京
大
夫
様
附 

ｈ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

中
谷
清
五
郎 

（
注
）
○分
中
１
５
に
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）「
辰
二
十
一
」

と
あ
る
。
慶
応
三
年
八
月
に
加
増
か
。 

  
 

 

日
蓮
宗
麻
布
宮
村
丁
本
光
寺 

 
御
奥
賄
勤 

ｉ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

松
本
良
助 

（
注
）
○分
中
５
に
御
徒
目
付
三
十
五
石
勤
料
五
俵
国
許
勤
「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。
文
久
四
年

十
一
月
に
真
華
院
診
療
の
医
師
を
京
都
ま
で
護
送
し
て
い
る
。 

 

３
１ 

 
 

 

浄
土
宗
芝
高
輪
正
覚
寺 

 
 
 

大
目
附
□
主
加
人 

ａ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

村
石
銀
平 

（
注
）
○分
中
３
０
に
三
十
五
石
勤
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
書
役
兼
）「
辰
十
八
」
と
あ
る
。
支
配
方

大
目
附
と
あ
る
が
詳
細
不
明
。 

  
 
 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

 
 
 
 

□
□
様
御
附 

ｂ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

池
田
謹
之
丞 

（
注
）
○分
中
８
に
相
之
間
三
十
五
石
勤
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）「
辰
三
十
四
」

と
あ
る
。
□
□
部
分
は
「
柳
生
」
と
も
読
め
る
が
、
舜
山
の
次
男
は
柳
生
家
養
子
で
あ

り
、
実
は
そ
ち
ら
付
か
。 

 

 
 

 

禅
宗
芝
飯
倉
瑠
璃
光
寺 

 
 
 

御
年
寄
詰
番
加
人 

ｃ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

新
沼
虎
之
助 

（
注
）
○分
中
３
６
に
勘
定
衆
並
三
十
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
書
役
兼
）
「
辰
十
九
」
と
あ
る
。 

 
 
 
 

 
 

 

法
華
宗
小
石
川
本
念
寺 

 
 

ｄ 
 
 

三
十
石
勤
扶
持
前
之
通 

 

福
原
亀
蔵 

（
注
）
○分
中
１
に
御
徒
目
付
三
十
五
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
二
十
」
と
あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
小
日
向
水
道
丁
清
光
院 

 

御
医
師 

ｅ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

植
村
理
仙 

（
注
）
○分
中
４
１
に
三
十
石
江
戸
勤
（
針
医
本
道
兼
）
「
辰
十
八
」
と
あ
る
。 

  
 

 

禅
宗
麻
布
谷
丁
永
昌
寺 

 
 
 

本
遊
院
様
御
廣
式 

ｆ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

原
田
又
三
郎 

（
注
）
○分
中
４
に
御
徒
目
付
三
十
五
石
（
本
遊
院
様
御
賄
役
兼
）
「
辰
二
十
四
」
と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
池
之
端
称
仰
院 

ｇ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

掛
田
房
次
郎 

（
注
）
○分
中
４
１
に
御
徒
士
三
十
石
国
許
勤
「
辰
十
八
」
と
あ
る
。
安
政
二
年
十
二
月
に
帰
郡

か
。 

  
 

 

法
華
宗
浅
草
日
蓮
寺
地
中
林
光
寺 

御
作
事
杖
突 

ｈ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

高
濱
久
次
郎 

（
注
）
○分
中
３
４
に
勘
定
衆
並
三
十
石
勤
料
十
五
俵
江
戸
勤
（
御
作
事
杖
突
兼
）
「
辰
六
十
四
」

と
あ
る
。
安
政
三
（
１
８
５
６
）
丙
辰
年
に
六
十
四
歳
で
あ
れ
ば
慶
応
三
（
１
８
６
７
）

年
に
は
七
十
五
歳
に
な
る
が
。 
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浄
土
宗
天
徳
寺
地
中
榮
立
院 

 

御
部
屋
附 

ｉ 
 
 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松
本
九
兵
衛 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 
 

浄
土
宗
芝
本
丁
願
生
寺 

 

御
書
部
屋
手
伝 

ｊ 
 
 

三
十
石
勤
料
五
俵 

 
 
 

中
谷
要
人 

（
注
）
○分
中
２
６
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
御
書
部
屋
兼
役
）「
辰
三
十
」
と
あ

る
。 

 

３
２ 

 
 
 

同
寺 

ａ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

中
谷
金
太
郎 

（
注
）
○分
中
３
７
に
勘
定
衆
並
三
十
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）
「
巳
十
七
」

と
あ
る
。 

  
 

 

浄
土
宗
天
徳
寺
地
中
榮
立
院 

御
次
勤 

ｂ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

松
本
源
七 

 

（
注
）
○分
中
２
５
に
勘
定
衆
三
十
五
石
勤
料
五
俵
国
許
勤
（
小
給
人
・
御
国
坊
主
組
頭
兼
役
）

「
午
四
十
七
」
（
源
寿
又

弥
七
）
と
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
一
人
か
。 

  
 
 

浄
土
宗
芝
増
上
寺
地
中
林
松
院 

 

ｃ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

中
嶋
徳
三
郎 

（
注
）
○分
中
４
３
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
「
亥
十
七
」
（
朝
五
郎
）
と
あ
る
の
が
同
人
か
。 

  
 

 

禅
宗
市
ヶ
谷
月
桂
寺 

 
 
 
 

御
部
屋
附 

ｄ 
 
 

三
十
石 

 
 
 
 
 
 
 

生
田
佐
兵
衛 

（
注
）
○分
中
４
３
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
「
寅
十
七
」
と
あ
る
の
が
同
人
か
。 

  
 

 

日
蓮
宗
谷
中
三
方
地
店
佛
心
寺 

同
心
小
屋
頭
勤
金
五
両
二
人
扶
持
御
譜
代 

 
 
 

 
 
 
 
 

十
二
月
朔
日
被
仰
付
之 

駒
込
御
留
主
居
下
役
勤
金
一
両 

ｅ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
野
利
助 

（
注
）
○分
御
徒
士
並
譜
代
扱
い
と
思
わ
れ
る
が
、
比
定
困
難
。 

 
 

 
 

 
 

 

御
徒
士
小
普
請 

 

 

ｆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮
城
丑
之
助 

（
注
）
○分
４
１
に
御
徒
士
三
十
石
国
許
勤
「
巳
九
」
と
あ
る
が
、
安
政
四
年
九
月
に
帰
郡
で
、

年
齢
は
誤
記
か
。 

  
 
 
 
 

御
徒
士
並 

 

  
 

 

禅
宗
深
川
七
軒
寺
丁
増
林
寺 

 
 
 

ｇ 
 

金
三
両
二
分
二
人
扶
持 

 
 

片
倉
十
左
衛
門 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
駒
込
冨
士
前
丁
教
元
寺 

ｈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大
野
榮
蔵 

（
注
）
○分
比
定
困
難 

 
 

  
 

 
日
蓮
宗
小
石
川
小
原
丁
本
念
寺 

御
作
事
杖
突
勤
金
一
両 

ｉ 
 

金
四
両
二
人
扶
持
勤
料
一
人
扶
持 

橋
本
勇
助 

 

（
注
）
○分
中
４
１
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
（
御
次
勤
）
「
申
三
十
一
」
（
寅
右
衛
門
）
が
あ
る

が
、
同
一
人
判
定
は
困
難
。 
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３
３ 

 
 
 

浄
土
宗
駒
込
冨
士
前
丁
天
然
寺 

水
之
手
役 

 
ａ 

 
金
四
両
二
人
扶
持 

 
 
 

 

松
岡
喜
右
衛
門 

（
注
）
○分
中
４
５
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
「
卯
十
七
」
が
あ
る
が
、
同
一
人
判
定
は
困
難
。 

  
 
 

法
華
宗
下
谷
竹
丁
本
光
寺 

 
 

水
之
手
役 

 
 

 

ｂ 
 

金
三
両
一
人
扶
持 

 
 
 
 

福
原
恒
次
郎 

（
注
）
○分
中
４
５
に
御
徒
士
三
十
石
江
戸
勤
「
辰
二
十
六
」
と
あ
り
、
慶
応
三
年
九
月
に
昇
格

と
思
わ
れ
る
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
麻
布
善
福
寺
地
中
西
福
寺 

ｃ 
 

金
三
両
二
人
扶
持 

 
 
 
 

久
保
東
紹 

（
注
）
○分
中
５
２
に
御
徒
士
並
国
許
勤
（
本
道
、
外
科
兼
）
久
保
寿
庵
が
あ
る
が
、
比
定
困
難 

  
 

 

浄
土
宗
西
久
保
大
養
寺 

 
 

御
作
事
杖
突
勤
料
壱
人
扶
持 

ｄ 
 

金
四
両
二
分
二
人
扶
持
勤
金
二
分 

奥
田
真
次
郎 

（
注
）
○分
中
３
７
に
勘
定
衆
並
三
十
石
江
戸
勤
（
大
工
棟
梁
見
習
、
杖
突
兼
）「
辰
三
十
九
」
と

あ
る
。
慶
応
三
年
六
月
に
昇
格
か
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
西
久
保
光
明
寺 

 

御
用
人
世
話
役
手
伝
勤
料
壱
人
扶
持 

ｅ 
 

金
三
両
二
分
二
人
扶
持
勤
金
一
両 

金
子
種
蔵 

（
注
）
○分
中
４
４
に
御
徒
士
三
十
石
勤
料
五
俵
江
戸
勤
「
辰
三
十
一
」
と
あ
る
。
慶
応
三
年
七

月
昇
格
か
。 

  
 
 

浄
土
真
宗
芝
二
本
榎
正
満
寺 

御
用
人
詰
番 

ｆ 
 

金
三
両
二
分
二
人
扶
持 

 
 

高
橋
弥
吉 

（
注
）
○分
中
４
９
に
御
徒
士
並
江
戸
勤
御
譜
代
（
書
役
兼
）
「
辰
十
八
」
と
あ
る
。 

  
 

 

日
蓮
宗
三
田
小
山
長
久
寺 

御
奥
御
料
理
方
下
役
勤
金
一
両 

ｇ 

金
三
両
二
分
二
人
扶
持
勤
料
壱
人
扶
持 

石
川
才
治 

（
注
）
○分
中
５
０
に
御
徒
士
並
国
許
勤
御
譜
代
（
大
津
御
蔵
屋
敷
守
兼
）「
辰
三
十
八
」
と
あ
る
。

安
政
三
年
十
二
月
に
転
任
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
程
度
の
者
で
も
敢
え
て
大
津
転
任
の

必
要
が
あ
っ
た
の
か
。 

  
 

 

浄
土
真
宗
浅
草
報
恩
寺
地
中
養
蓮
寺 

 

棟
梁
見
習
勤
金
二
分 

ｈ 
 

金
三
両
二
人
扶
持
勤
料
一
人
扶
持 

岩
本
左
文
太 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 

  
 

 

浄
土
宗
白
金
目
黒
村
本
願
寺 

 

勤
料
一
人
扶
持 

 

ｉ 
 

金
三
両
二
人
扶
持 

 
 
 

 

望
月
桂
蔵 

（
注
）
分
中
５
１
に
御
徒
士
並
国
許
勤
御
譜
代
「
辰
二
十
八
」
と
あ
る
。
安
政
四
年
四
月
帰
郡

か
。 

 

３
４ 

 
 

 

禅
宗
四
ツ
谷
塩
丁
龍
昌
寺 

 

御
目
付
物
書 

ａ 
 

金
五
両
二
人
扶
持 

 
 
 
 

菊
池
岩
五
郎 

（
注
）
○分
中
４
３
に
御
徒
士
江
戸
勤
三
十
石
勤
料
五
俵
（
書
役
兼
）
「
辰
二
十
八
」
と
あ
る
。 

慶
応
二
年
三
月
昇
格
か
。
支
配
方
大
目
附
と
あ
る
の
で
、
目
付
方
で
あ
ろ
う
。 

  
 

 
浄
土
真
宗
麻
布
永
坂
光
照
寺 

 

大
目
付
水
汲
手
伝
勤
料
壱
人
扶
持 

ｂ 
 

金
三
両
二
分
二
人
扶
持 

 
 

牧
野
吉
蔵 

（
注
）
○分
比
定
困
難
。 
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禅
宗
谷
中
瑞
松
寺 

 
 
 
 

御
武
具
方 

ｃ 
 

金
四
両
二
人
扶
持
勤
料
一
人
扶
持 

渡
辺
菊
三 

 
（
注
）
○分
中
５
２
に
御
徒
士
並
江
戸
勤
「
辰
五
十
二
」
と
あ
る
。
安
政
五
年
十
一
月
迄
、
御
武

具
方
兼
か
。 

  
 
 
 

御
徒
士
並
小
普
請 

 

 
 
 

 
 
 

禅
宗
愛
宕
下
青
松
寺
地
中
孝
寿
院 

ｄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柴
田
幸
治 

（
注
）
○分
中
６
１
に
御
徒
士
並
国
許
勤
御
譜
代
（
武
田
舜
山
様
御
附
人
）
「
亥
十
七
」
（
鏡
蔵
）

と
あ
る
が
、
職
務
と
勤
務
地
が
不
一
致
で
あ
り
判
定
困
難
。 

  
 
 
 

席
外 

  
 
 
 

小
給
人 

合
計
十
二
人
（
以
下
省
略
） 

 
 
 
 

坊
主 

合
計
二
十
八
人 

 
 
 
 

坊
主
小
普
請 

 
 
 
 

坊
主
格 

合
計
十
人 

 
 
 
 

御
勝
手
同
心 

合
計
五
名 

  
 
 
 

そ
の
他
読
取
不
能 

 
 

以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
完
） 
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藩
主
縁
戚
に
関
す
る
付
属
資
料 

柳
澤
縁
戚
記
（
文
化
年
間
）
に
は
第
五
代
保
泰
期
に
お
け
る
縁
戚
諸
家
が
記
さ
れ
て
い

る
が
、
あ
る
意
味
詳
し
す
ぎ
て
か
え
っ
て
分
か
り
に
く
い
の
で
、
各
藩
主
と
交
際
す
る

他
藩
主
と
の
大
ま
か
な
関
係
を
つ
か
む
た
め
に
、
縁
戚
記
を
参
考
に
し
て
作
成
し
た
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
厳
密
な
意
味
で
の
史
料
で
は
な
く
、
検
索
用
の
心
覚
え
と
考
え
て

欲
し
い
。
な
お
当
代
以
降
は
編
者
に
よ
る
追
補
で
、
青
字
は
同
追
記(

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ

ア
等
か
ら
の
推
定
で
検
証
未
了)

で
あ
る
。
ま
た
（ 

）
は
養
子
関
係
と
思
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、
柳
澤
諸
家
以
外
は
概
略
に
留
ま
る
。 

 

１ （
文
化
元
年
六
月
保
光
女
登
勢
子
入
與
、
後
改
伊
勢
守
） 

黒
川
藩 

 
 

柳
澤
伊
賀
守
（
伊
勢
守
）
光
被 

 

吉
保
次
男
経
隆
よ
り
六
代
目
、
父
信
有
正
室
は
信
鴻
養
女
（
法
雲
院
種 

子
）、
光
被
の
継
室
が
保
光
の
娘
（
唯
心
院
登
勢
子
） 

（
前
正
室
は
新
庄
藩
戸
澤
正
親
の
娘
。） 

 
 
 
 
 
 

祖
父
保
卓
の
継
室
は
高
取
藩
植
村
家
敬
の
娘
、
娘
が
土
岐
頼
香
の
正
室 

 
 
 
 
 
 
 

（
嗣
子
光
昭
は
保
泰
の
十
男
で
柳
澤
保
恵
の
実
父
） 

 
 
 
 
 
 

光
昭
は
郡
山
第
四
代
藩
主
保
泰
の
息
、
正
室
が
小
倉
新
田
藩
小
笠
原
貞

哲
、
継
室
が
大
垣
新
田
藩
主
戸
田
氏
宥
の
娘
） 

経
隆
＝
（
里
済
）
＝
（
里
旭
）
＝
（
保
卓
）
＝
信
有
＝
光
被
＝
（
光
昭
）
＝
（
光
邦
） 

 

（
文
化
元
年
七
月
病
死
、
跡
目
吉
蔵
里
世
） 

三
日
市
藩 
 

柳
澤
信
濃
守
里
之 

 
 
 
 
 
 

吉
保
三
男
時
睦
よ
り
四
代
目
、
保
経
は
吉
保
の
末
男
、
里
之
は
信
鴻
の

五
男
、
父
信
著
の
正
室
が
信
鴻
の
養
女
（
貞
操
院
千
恵
子
） 

里
之
の
娘
が
尾
張
藩
付
家
老
竹
腰
正
定
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

 

里
世
の
正
室
は
備
中
松
山
藩
板
倉
勝
政
の
娘 

 

 
 
 
 
 
 

 

里
顕
は
保
光
の
九
男
、
正
室
は
里
世
の
娘
、
継
室
が
村
松
藩
堀
丹
後 

守
直
庸
の
娘 

 
 
 
 
 
 
 

泰
孝
の
正
室
は
平
戸
藩
松
浦
皓
の
娘 

 
 
 
 
 
 

（
平
戸
藩
松
浦
大
和
守
皓
の
正
室
は
保
光
娘
随
仙
院
睦
子
） 

時
睦
＝
（
保
経
）
＝
信
著
＝
（
里
之
）
＝
里
世
＝
（
里
顕
）
＝
泰
孝
＝
徳
忠 

 

２ 岡
藩 

 
 
 

中
川
修
理
大
夫
久
貴 

 
 
 
 
 

久
貴
は
保
光
三
男
で
中
川
久
持
の
末
期
養
子 

 
 
 
 
 
 

忠
慶
は
広
島
藩
主
浅
野
綱
長
の
四
男
、
久
貞
は
吉
田
藩
主
信
祝
の
二
男 

            

久
貞
の
娘
が
津
藩
主
藤
堂
高
嶷
・
小
田
原
藩
小
笠
原
忠
顕
（
次
に
勝
山

藩
主
小
笠
原
長
教
）
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

久
教
は
彦
根
藩
井
伊
直
中
の
六
男
、
久
昭
は
津
藩
藤
堂
高
兌
の
息 

（
忠
基
（
慶
））
＝
（
久
貞
）
＝
久
持
＝
（
久
貴
）
＝
（
久
教
）
＝
（
久
昭
） 

 

（
文
化
五
年
四
月
隠
居
、
養
子
信
典
は
守
山
藩
主
松
平
頼
慎
の
弟
） 

高
家
旗
本 

 

武
田
虎
之
助
（
織
部
）
護
信 

 

護
信
の
父
信
明
が
信
鴻
の
三
男
で
、
安
芸
守
信
安
の
養
子 

 
 
 
 
 
 

護
信
の
養
子
左
京
大
夫
信
典
の
養
子
が
信
之
（
保
光
七
男
）
、
護
信
の

正
室
が
青
木
信
周
（
吉
里
の
息
）
の
娘 

 
 
 
 
  

（
信
之
の
息
が
柳
生
藩
主
柳
生
俊
順
・
黒
川
藩
主
柳
澤
光
邦
） 

信
安
＝
（
信
明
）
＝
護
信
＝
（
信
典
）
＝
（
信
之
）
＝
崇
信 

 

高
家
旗
本 

 

六
角
越
前
守
広
孝 

 
 
 
 
 
 

広
孝
の
娘
松
巌
院
富
子
の
婿
養
子
が
広
壽
（
信
鴻
四
男
） 

早
世
（
ｓ
１
１
参
照
） 
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（
享
和
三
年
六
月
隠
居
） 

六
浦
藩 

 
 

米
倉
丹
後
守
（
主
計
頭
）
昌
由 

 

昌
由(

旗
本
米
倉
家)

の
高
祖
父
丹
後
守
忠
仰
は
吉
保
の
四
男
、 

養
父
長
門
守
昌
賢
の
正
室
が
信
鴻
娘
（
心
珠
院
浅
子
） 

昌
由
の
正
室
は
養
父
昌
賢
の
娘
（
清
凛
院
） 

祖
父
昌
晴
の
正
室
が
柳
澤
保
経
の
娘
（
瑞
泉
院 

） 

忠
仰
＝
里
矩
＝
（
昌
晴
）
＝
昌
賢
＝
（
昌
由
） 

 

旗
本 

 
 
 

伊
奈
小
十
郎 

 
 
 
 
 
 
 
 

吉
里
三
男
（
忠
敬
）
が
改
易
さ
れ
た
半
左
衛
門
の
実
父 

３ （
文
化
六
年
三
月
、
離
縁
届
、
御
用
番
牧
野
備
前
守
忠
精
へ
、
御
先
手
三
浦
和
泉
守
ヲ
以
、
被

指
出
ニ
付
両
敬
相
止
） 

旗
本 

 
 
 

伊
奈
幸
之
助
惟
忠 

 
 
 
 
 

伊
奈
家
分
知 

 

 

（
実
は
、
文
化
六
年
二
月
十
七
日
、
御
年
始
御
入
、
直
に
御
逗
留
在
之
。
十
四
日
豊
前
よ
り
離

縁
の
儀
、
茂
大
夫
を
以
て
申
し
来
る
） 

 
 
 
 
 

 

村
上
藩 

 
 

内
藤
豊
前
守
信
敦 
 
 
 
 
 
 

正
室
が
保
光
娘
観
興
院
喜
久
子
（
離
縁
） 

 

高
崎
藩 

 
 

松
平
右
京
亮
輝
延 

 
 
 
 
 
 

輝
延
の
高
祖
父
右
京
大
夫
輝
貞
の
正
室
が
吉
保
養
女
（
長
慶
院
市
子
） 

 
 
 
 
 
 

吉
保
の
娘
顕
曜
院
綾
子
が
輝
貞
養
女
と
し
て
、
浜
松
藩
主
松
平
豊
後
守

質
訓
継
室 

 
 
 
 
 
 

祖
父
右
京
大
夫
輝
高
の
娘
（
長
享
院
永
子
）
が
保
光
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

養
父
（
兄
）
右
京
大
夫
輝
和
の
娘
幸
子
が
保
民
（
松
涼
院
早
世
）
正
室 

 
 
 
 
 
 

輝
健
の
正
室
は
白
河
藩
主
松
平
定
信
の
娘 

輝
貞
＝
（
輝
規
）
＝
輝
高
＝
輝
和
＝
（
輝
延
）
＝
輝
健
（
承
）
＝
（
輝
徳
）
＝
（
輝
充
） 

 

小
田
原
藩 
 

大
久
保
安
芸
守
忠
真 

 
 
 
 
 

忠
真
の
高
祖
父
大
蔵
少
輔
忠
英
（
方
）
の
正
室
が
吉
保
の
養
女
（
了
真 

院
幾
子
）
実
は
野
宮
宰
相
定
基
の
娘 

 
 
 
 
 
 

曾
祖
父
出
羽
守
忠
興
の
正
室
が
吉
里
娘
（
本
光
院
輝
子
） 

 
 

 
 

 
 

父
加
賀
守
忠
顕
の
正
室
が
岡
藩
中
川
久
貞
の
娘 

 
 
 
 
 
 

（
忠
愨
の
正
室
が
島
津
重
豪
の
長
男
斉
宜
の
娘
） 

忠
英
＝
忠
興
＝
忠
由
＝
忠
顕
＝
忠
真
＝
忠
愨
＝
忠
礼 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新
庄
藩 

 
 

戸
澤
富
寿
正
礼
（
正
胤
） 

 
 
 

正
礼
の
高
祖
父
上
総
守
正
諶
の
正
室
が
吉
里
娘
（
翠
松
院
俊
（
幹
）
子
） 

 
 
 
 
 
 

正
礼
の
姉
（
正
親
の
娘
）
が
柳
澤
伊
賀
守
光
被
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

正
胤
の
娘
が
上
山
藩
松
平
信
宝
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

正
令
の
正
室
が
島
津
重
豪
の
娘
（
桃
令
院
貢
子
） 

正
諶
＝
正
産
＝
正
良
＝
正
親
＝
正
礼
（
正
胤
）
＝
正
令 

 

（
文
化
三
年
八
月
津
藩
相
続
） 

津
（
久
居
）
藩 

藤
堂
左
近
将
監
高
兌 

 
 

高
兌
の
高
祖
父
（
久
居
藩
主
）
左
京
亮
高
朶
の
祖
父
、
佐
渡
守
雅 

の
正
室
が
信
鴻
養
女
（
妙
仙
院
嘉
南
子
・
信
睦
の
娘
） 

（
ｓ
７
津
藩
参
照
） 

高
雅
＝
高
敦
＝
高
朶
＝
高
興
＝
＝
＝
＝ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

高
治
＝
高
朗
＝
高
悠
＝
高
嶷
＝
高
兌
＝
高
猶 

４ 拳
母
藩 

 
 

内
藤
山
城
守
政
峻 

 
 
 
 
 
 

政
峻
の
高
祖
父
（
安
中
藩
）
山
城
守
政
森
の
正
室
が
吉
保
の
娘
（
玉
相
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院
春
子
） 

 
 
 
 
 
 

 

吉
保
養
女
の
珠
松
院
悦
子
（
曾
雌
定
秋
娘
）
を
継
室
と
す
る
の
は
誤 

り
で
早
世
不
嫁 

 
 
 
 
 
 

学
文
は
紀
州
藩
主
宗
将
四
男
、
政
峻
は
本
家
延
岡
藩
主
政
陽
の
次
男 

 
 
 
 
 
 

政
成
は
井
伊
直
中
の
八
男
（
中
川
久
教
・
井
伊
直
弼
・
内
藤
政
義
が
兄 

弟
） 

政
森
＝
政
里
＝
政
苗
＝
（
学
文
）
＝
（
政
峻
）
＝
（
政
成
） 

 

久
留
里
藩 

 

黒
田
豊
前
守
直
服 

 
 
 
 
 
 

直
服
の
高
祖
父
大
和
守
直
純
の
父
豊
前
守
直
邦
の
正
室
が
吉
保
養
女

（
寿
量
院
土
佐
子
・
折
井
正
利
の
娘
） 

 
 
 

 
 
 
 

直
候
は
庄
内
藩
酒
井
忠
徳
の
三
男
（
ｓ
５
庄
内
藩
参
照
） 

直
邦
＝
（
直
純
）
＝
直
享
＝
直
英
＝
直
温
＝
直
方
（
服
）
＝
直
候 

 

宮
津
藩 

 
 

松
平
主
計
頭
（
大
隅
守
）
質
貞 

 
                           

（
宗
允
） 

質
貞
の
正
室
が
松
平
右
京
大
夫
輝
和
の
娘 

高
祖
父
（
浜
松
）
豊
後
守
質
訓
の
正
室
が
吉
保
娘
（
顕
曜
院
綾
子
・
松 

平
輝
貞
養
女)    

（
松
平
右
京
亮
輝
延
の
項
参
照
） 

資
訓
＝
資
昌
＝
資
尹
＝
資
承
＝
資
貞
（
宗
充
）
＝
宗
発 

 

旗
本 

 
 

 

戸
田
松
三
郎
忠
集 

 
 
 
 
 
 

忠
集
の
祖
父
弥
十
郎
忠
倚
の
正
室
が
吉
里
娘
（
智
光
院
満
子 

再
嫁
） 

 

（
享
和
三
年
正
倫
隠
居
） 

福
山
藩 

 
 

阿
部
伊
勢
（
備
中
）
守
正
倫 

 
 

正
倫
の
正
室
が
信
鴻
娘
（
宝
池
院
方
子
） 

 
 
 
 
 
 

祖
父
伊
勢
守
正
福
の
娘
が
柳
澤
伊
賀
守
信
有
継
室 

正
福
＝
正
右
＝
正
倫
＝
正
精
＝
正
寧
＝
正
弘 

 

（
文
化
三
年
四
月
死
去
、
文
化
元
年
二
月
保
泰
婚
姻
相
整
之
）） 

大
垣
藩 

 
 

戸
田
采
女
正
氏
教 

 
 
 
 

 
 

氏
教
の
娘
（
承
天
院
貞
子
）
が
保
泰
の
正
室 

養
父
采
女
正
氏
英
の
娘
が
右
京
亮
輝
延
伯
父
の
下
野
守
輝
行
の
正
室 

（
輝
行
は
高
崎
藩
嫡
子
で
あ
っ
た
が
早
世
） 

氏
教
は
館
林
藩
松
平
武
元
の
五
男
で
氏
英
の
婿
養
子 

氏
教
の
息
に
飯
山
藩
本
多
助
賢
、
三
上
藩
遠
藤
胤
統 

氏
正
の
正
室
が
島
津
重
豪
の
娘
親
子
（
真
華
院
姉
妹
） 

（
ｓ
１
４
大
垣
新
田
藩
参
照
） 

氏
英
＝
（
氏
教
）
＝
氏
庸
＝
氏
正 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
文
化
元
年
七
月
病
死
） 

備
中
松
山
藩 

板
倉
周
防
守
勝
晙 

 
 
 
 

勝
晙
の
高
祖
父
周
防
守
勝
澄
の
子
忠
尊
が
吉
里
三
男
伊
奈
忠
敬
の
婿 

養
子 

 
 
 
 
 
 

父
勝
政
の
正
室
（
嫡
母
）
が
戸
田
采
女
正
氏
英
の
娘 

 
 
 
 
 
 

同
勝
政
の
娘
が
柳
澤
里
世
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

勝
職
の
正
室
が
戸
田
氏
庸
の
娘
、
養
嗣
子
勝
静
は
松
平
定
信
の
孫 

勝
澄
＝
勝
武
＝
勝
従
＝
勝
政
＝
勝
晙
＝
勝
職
＝
（
勝
静
） 

 

５ （
文
化
二
年
七
月
死
去
） 

佐
倉
藩 

 
 

堀
田
大
蔵
大
輔
正
順 

 
 
 
 

 
正
順
の
姉
（
父
相
模
守
正
亮
の
娘
）
が
戸
田
采
女
正
氏
英
の
正
室 
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正
享
＝
正
順
＝
正
時 

 
吉
田
藩 

 
 

松
平
伊
豆
守
信
明 

 
 
 
 
 
 

信
明
の
養
女
が
高
崎
藩
主
松
平
右
京
亮
輝
延
の
正
室 

（
ｓ
３
高
崎
藩
参
照
） 

曾
祖
父
伊
豆
守
信
祝
の
娘
（
栄
寿
院
）
が
右
京
大
夫
輝
高
の
室 

信
祝
の
正
室
（
松
泉
院
菊
子
）
が
姫
路
藩
酒
井
忠
孝
の
養
女
（
丸
亀

藩
京
極
高
豊
の
娘
）
で
、
吉
里
の
正
室
円
徳
院
頼
子
（
輝
高
娘
）
と

姉
妹
（
ｓ
６
姫
路
藩
参
照
） 

信
祝
の
息
に
岡
藩
中
山
久
貞
（
久
貴
の
養
祖
父
） 

養
女
が
岡
藩
中
川
修
理
大
夫
久
貴
（
保
光
の
三
男
）
の
正
室 

娘
が
林
田
藩
建
部
政
醇
・
大
多
喜
藩
松
平
正
敬
の
正
室 

信
祝
＝
信
復
＝
信
礼
＝
信
明
＝
信
順
＝
信
宝 

 

（
享
和
三
年
七
月
家
督
、
文
化
五
年
死
去
） 

大
多
喜
藩 

松
平
備
前
守
正
通 

 
 
 
 
 
 

（
弾
正
忠
正
路
） 

 
 
 
 

松
平
伊
豆
守
信
明
と
同
家
（
大
河
内
松
平
宗
家
） 

 
 
 
 
 

正
温
は
吉
田
藩
松
平
信
祝
の
二
男
、
正
敬
の
正
室
は
信
明
の
娘 

正
貞
＝
（
正
温
）
＝
正
升
＝
正
路
（
通
）
＝
正
敬
＝
正
義 

 

（
享
保
三
年
十
一
月
隠
居
） 

三
春
藩 

 
 

秋
田
信
濃
守
謐
季
（
長
季
） 

 
 

長
季
の
父
信
濃
守
俊
季
の
正
室
が
松
平
伊
豆
守
信
明
の
父
信
礼
の
娘 

 
 
 
 
 
 

長
季
の
正
室
が
関
宿
藩
久
世
広
誉
の
娘 

定
季
＝
倩
（
俊
）
季
＝
長
（
謐
）
季
＝
孝
季 

 

（
文
化
二
年
忠
徳
隠
居
） 

庄
内
藩 

 
 

酒
井
左
衛
門
尉
忠
徳 

 
 
 
 

 

忠
徳
の
高
祖
父
左
衛
門
尉
忠
義
の
正
室
が
松
平
右
京
大
夫
輝
貞
の
姉

（
輝
綱
の
娘
） 

 
 
 
 
 
 
 

忠
徳
嫡
子
忠
器
の
正
室
が
松
平
伊
豆
守
信
明
の
娘 

 
 
 
 
 
 
 

忠
徳
の
正
室
が
徳
川
（
田
安
）
宗
武
の
娘
（
松
平
定
信
の
姉
妹
） 

忠
義
＝
忠
真
＝
（
忠
寄
）
＝
忠
温
＝
忠
徳
＝
忠
器 

 

（
文
化
八
年
二
月
高
中
死
去
） 

丸
亀
藩 

 
 

京
極
能
登
（
若
狭
）
守
高
中 

 
 

高
中
の
父
佐
渡
守
高
矩
の
正
室
が
伊
豆
守
信
祝
の
娘
で
、
輝
高
の
室 

（
栄
寿
院
）
の
姉
（
長
享
院
永
子
の
伯
母
） 

曾
祖
父
高
豊
の
娘
（
酒
井
忠
挙
養
女
）
が
松
平
信
祝
の
正
室 

秋
元
涼
朝
養
女
（
秋
田
延
季
の
娘
）
が
高
中
の
正
室 

高
豊
＝
高
域
＝
高
矩
＝
高
中
＝
高
朗 

 

６ 高
富
藩 

 
 

本
庄
近
江
守
（
式
部
少
輔
）
道
昌 

 
 

道
昌
の
祖
父
山
城
守
道
揚
が
松
平
伊
豆
守
信
明
の
祖
父
信
復
の
三
男 

 
 
 
 
 
 

道
昌
の
五
男
輝
充
が
高
崎
藩
主
輝
徳
の
養
嗣
子 

 
 
 
 
 
 

養
嗣
子
近
江
守
道
貫
は
松
平
信
明
の
四
男
（
文
化
三
年
養
子
縁
組
） 

（
道
揚
）
＝
（
道
利
）
＝
道
昌
＝
（
道
貫
） 

 

（
文
化
三
年
五
月
死
去
） 

旗
本 

 
 
 

杉
浦
丹
波
守
正
勝 

 
 
 
 
 
 

正
勝
の
正
室
が
黒
田
豊
前
守
直
服
の
高
祖
父
大
和
守
直
純
の
娘 

 
 
 
 
 
 

松
平
伊
豆
守
信
明
の
弟
正
直
が
正
勝
の
養
子 
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（
文
化
二
年
死
去
） 

旗
本 

 
 

 

安
藤
伊
予
守
直
之 

 
 
 
 
 
 

直
之
は
松
平
伊
豆
守
信
明
の
曾
祖
父
伊
豆
守
信
祝
の
子 

 
 
 
 
 
 

松
平
右
京
大
夫
輝
高
の
室
（
栄
寿
院
）
の
舎
弟
（
長
享
院
叔
父
） 

 

旗
本 

 
 
 

松
平
美
作
守
信
弥 

 
 
 
 
 
 

信
弥
の
正
室
が
松
平
右
京
亮
輝
延
の
妹
、
大
河
内
松
平
分
知 

 

松
代
藩 

 
 

真
田
豊
後
（
伊
豆
）
守
幸
専 

 
 

幸
専
の
曾
祖
父
弾
正
忠
信
弘
の
娘
（
貞
徳
院
輝
子
）
が
信
鴻
の
継
室
で

保
光
の
生
母 

 
 

 
 
 
 
 

幸
専
は
彦
根
藩
井
伊
掃
部
頭
直
幸
の
九
男 

幸
貫
は
松
平
定
信
の
二
男
、
幸
良
は
幸
貫
の
長
男
な
が
ら
兄
弟
と
し

て
届
け
ら
れ
た
も
の
の
、
後
に
父
の
養
嗣
子
と
な
っ
た
。 

 
 
 
 
     

真
田
豊
後
守
幸
良
（
栄
） 
 
 
 

幸
良
正
室
は
保
泰
の
娘
（
貞
松
院
牧
子
）
、
幸
良
は
幸
貫
嗣
子
で
あ

っ
た
が
早
世
。
そ
の
子
幸
教
が
祖
父
幸
専
の
養
嗣
子
と
し
継
承 

信
弘
＝
信
安
＝
幸
弘
＝
（
幸
専
）
＝
（
幸
貫
）―

幸
良
＝
幸
教 

 

宇
和
島
藩 

 

伊
達
遠
江
守
村
寿 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

村
寿
の
祖
父
遠
江
守
村
年
の
娘
（
本
具
院
幾
子
）
が
信
鴻
正
室 

 
 

 
 

 
 

宗
贇
は
仙
台
藩
主
綱
宗
の
三
男
、
村
年
の
正
室
は
同
吉
村
の
娘
、 

村
候
正
室
は
佐
賀
藩
主
鍋
島
宗
茂
の
娘
、
村
寿
正
室
は
仙
台
藩
主
重
村 

の
娘 

宗
利
＝
（
宗
贇
）
＝
村
年
＝
村
候
＝
村
寿 

 

仙
台
藩 

 
 

政
千
代 

 

 
 
 
 
 
 

松
平
周
宗 

政
千
代
の
高
祖
父
陸
奥
守
吉
村
の
祖
父
陸
奥
守
綱
宗
の
三
男
伊
達
遠 

江
守
宗
賢
が
宇
和
島
藩
伊
達
家
に
養
子
、
宗
賢
は
信
鴻
正
室
本
具
院
の 

祖
父 

 

 
 
 
 
 
 

周
宗
は
十
六
歳
で
御
目
見
（
叙
位
）
な
く
特
例
隠
居 

綱
宗
＝
綱
村
＝
吉
村
＝
重
村
＝
斉
村
＝
周
宗
＝
斉
宗 

 

姫
路
藩 

 
 

酒
井
雅
樂
頭
忠
道 

 
 
 
 
 
 

忠
道
の
高
祖
父
雅
樂
頭
親
愛
の
祖
父
雅
樂
頭
忠
挙
の
娘
が
吉
里
正
室 

（
円
徳
院
頼
子
） 

忠
挙
の
養
女
（
京
極
高
豊
娘
）
が
松
平
伊
豆
守
信
明
の
曾
祖
父
伊
豆
守 

信
祝
の
正
室 

忠
挙
＝
忠
相
＝
親
愛
＝
親
本
＝
忠
恭
＝
忠
以
＝
忠
道
＝
忠
実
＝
忠
学 

 

７ （
文
化
元
年
三
月
病
死
） 

姫
路
新
田
藩 

酒
井
左
近
将
監
忠
交 

 
 
 
 

忠
交
は
雅
樂
頭
忠
挙
の
玄
孫
雅
樂
頭
忠
恭
の
四
男
・
酒
井
雅
樂
頭
家
の 

分
知 

 

（
文
化
三
年
八
月
卒
） 

津
藩 

 
 
 

藤
堂
和
泉
守
高
嶷 

 
 
 
 
 

 

高
嶷
は
佐
渡
守
高
雅
（
継
室
が
信
鴻
養
女
妙
仙
院
嘉
南
子
）
の
養
子 

 
 
 
 
 
 

（
高
雅
は
久
居
藩
主
で
あ
っ
た
が
、
養
子
高
嶷
が
津
藩
継
承
） 

 
 
 
 
 
 

岡
藩
中
川
修
理
大
夫
久
貴
の
祖
父
久
貞
の
娘
が
高
疑
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

（
ｓ
３
津
（
久
居
）
藩
藤
堂
左
近
将
監
参
照
） 
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高
治
＝
高
朗
＝
高
悠
＝
高
嶷
＝
高
兌
＝
高
猶 

 
（
文
化
四
年
八
月
俊
則
隠
居
） 

柳
生
藩 

 
 

柳
生
但
馬
守
俊
則 

 
 
 
 
 
 

俊
則
の
養
父
備
前
守
俊
峰
は
真
田
弾
正
忠
信
弘
の
次
男
（
貞
徳
院
の 

兄
） 

 
 
 
 
 
 

俊
則
（
松
前
家
）
の
養
嗣
子
但
馬
守
俊
豊
は
保
光
六
男 

文
化
二
年
整 

 
 
 
 
 
 

俊
豊
の
正
室
が
村
松
藩
堀
丹
後
守
直
庸
の
妹 

 
 
 
 
 
 

俊
章
（
俊
則
長
男
）
の
養
嗣
子
俊
能
は
相
良
藩
田
沼
意
正
の
二
男 

 
 
 
 
 
 

俊
能
の
養
嗣
子
俊
順
は
高
家
武
田
家
（
保
光
七
男
信
之
の
息
） 

 
 
 
 
 
 

純
順
の
養
嗣
子
俊
益
は
逡
順
の
弟
（
ｓ
２
高
家
旗
本 

武
田
家
参
照
）
） 

（
俊
平
）
＝
（
俊
峯
）
＝
（
俊
則
）
＝
（
俊
豊
）
＝
俊
章
＝
（
俊
能
）
＝
（
俊
順
）
＝

（
俊
益
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
文
化
元
年
末
英
隠
居
、
文
化
七
年
死
去
） 

小
野
藩 

 
 

一
柳
土
佐
守
末
英 

 
 
 
 
 
 

末
英
の
父
左
京
亮
末
栄
の
正
室
が
真
田
弾
正
忠
信
弘
の
娘
（
貞
徳
院 

妹
） 

 
 
 
 
 
 
 

孫
末
周
の
正
室
が
津
藩
主
高
嶷
の
娘 

末
昆
＝
末
栄
＝
末
英
＝
末
昭
＝
末
周 

 

岡
崎
藩 

 
 

本
多
中
務
大
輔
忠
顕 

 
 
 
 
 

忠
顕
の
曾
祖
父
中
務
大
輔
忠
盈
は
真
田
弾
正
忠
信
弘
の
四
男
（
貞
徳
院 

の
弟
） 

 
 
 
 
 
 

忠
典
の
正
室
は
秋
元
永
朝
の
娘
（
ｓ
９
山
形
藩
参
照
） 

 
 
 
 
 
 

忠
顕
は
西
条
（
紀
伊
分
家
）
藩
主
松
平
頼
謙
の
二
男 

（
忠
盈
）
＝
忠
粛
＝
忠
典
＝
（
忠
顕
）
＝
忠
考 

 

島
原
藩 

 
 

松
平
主
殿
頭
忠
馮 

 
 
 
 
 
 

忠
馮
の
父
主
殿
頭
忠
恕
の
正
室
が
真
田
豊
後
守
幸
専
の
叔
母
（
真
田
信 

安
の
娘
） 

 
 
 
 
 
 

忠
馮
の
正
室
が
井
伊
直
幸
の
娘
、
十
男
幸
忠
が
松
代
藩
主
真
田
幸
貫
の 

養
嗣
子
で
あ
っ
た
が
早
世
、
忠
候
の
正
室
が
彦
根
藩
主
井
伊
直
中
の
娘 

忠
刻
＝
忠
祇
＝
忠
恕
＝
忠
馮
＝
忠
候 

 

彦
根
藩 

 
 

井
伊
掃
部
頭
直
中 

 
 
 
 
 

 

直
中
の
弟
が
真
田
右
京
大
夫
幸
弘
の
養
子
豊
後
守
幸
専 

 
 
 
 
 
 

直
中
の
六
男
久
教
が
中
川
久
貴
の
婿
養
子
、
久
教
養
子
に
藤
堂
高
兌
息

の
久
昭 

 
 
 
 
 
 

直
中
の
娘
は
島
原
藩
松
平
忠
候
の
ほ
か
蜂
須
賀
・
榊
原
・
内
藤
等
の
正 

 
 
 
 
 
 

室 

 
 
 
 
 
 

直
幸
の
娘
が
秋
元
永
朝
の
正
室 

直
定
＝
直
幸
＝
直
中
＝
直
亮
＝
直
弼 

 

林
田
藩 

 
 

建
部
内
匠
頭
政
賢 

 
 
 
 
 

 

政
賢
の
正
室
が
真
田
豊
後
守
幸
専
の
伯
母
（
真
田
信
安
の
娘
） 

 
 
 
 
 
 

政
賢
四
男
政
醇
の
正
室
が
松
平
信
明
の
娘 

政
民
＝
長
教
＝
政
賢
＝
政
醇 

 
棚
倉
藩 

 
 

井
上
河
内
守
正
甫 

 
 
 
 
 

 

正
甫
の
正
室
が
真
田
右
京
大
夫
幸
弘
の
娘 

（
浜
松
藩
か
ら
不
祥
事
で 

左
遷
） 

 
 
 
 
 
 

正
経
の
娘
が
松
平
信
明
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

正
甫
の
娘
が
真
田
幸
専
の
養
女
と
し
て
幸
貫
の
正
室 
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（
ｓ
９
松
代
藩
参
照
） 

正
経
＝
正
定
＝
正
甫
＝
正
春 

 
８ 高

取
藩 

 
 

植
村
駿
河
守
家
長 

 
 

 
 

 
 

家
長
の
父
出
羽
守
家
利
の
正
室
が
伊
達
遠
江
守
村
寿
の
妹
（
村
候
の

娘
） 

 
 

 
 

 
 

高
祖
父
出
羽
守
家
包
の
父
出
羽
守
家
敬
の
娘
が
柳
澤
伊
賀
守
光
被
の

祖
父
伊
賀
守
保
卓
の
継
室 

家
敬
＝
家
包
＝
家
道
＝
家
久
＝
家
利
＝
家
長
＝
家
教 

 

笠
間
藩 

 
 

牧
野
越
中
守
貞
喜 

 
 
 
 
 
 

貞
喜
の
正
室
が
伊
達
遠
江
守
村
寿
の
妹
（
村
候
の
娘
） 

 
 
 
 
 
 

貞
長
の
娘
が
山
形
藩
秋
元
永
朝
の
継
室 

貞
通
＝
貞
長
＝
貞
喜
＝
貞
幹 

 

麻
田
藩 

 
 

青
木
甲
斐
守
一
貞 

 
 
 
 
 
 

父
甲
斐
守
一
貫
が
伊
達
遠
江
守
村
寿
の
祖
父
遠
江
守
村
年
の
三
男
（
本 

具
院
の
弟
） 

一
新
＝
一
貫
＝
一
貞
＝
重
竜 

 

米
沢
新
田
藩 

上
杉
駿
河
守
勝
定
妻 

 
 
 
 
 

上
杉
駿
河
守
勝
定
の
正
室
は
、
大
久
保
安
芸
守
忠
真
の
曾
祖
父
大
久

保
出
羽
守
忠
興
の
娘
で
、
忠
興
正
室
の
本
光
院
輝
子
（
吉
里
娘
）
が

養
母
（
保
光
の
従
弟
女
） 

 

旗
本 

 
 

 

大
久
保
隼
人
教
富 

 
 
 
 
 
 

数
富
の
正
室
が
大
久
保
安
芸
守
忠
真
の
妹
、
大
久
保
家
分
知 

 

公
家 

 
 
 

野
宮
中
将
の
母 

勝
賢
院 

 
 

 

野
宮
宰
相
中
将
定
和
の
正
室
は
、
大
久
保
安
芸
守
忠
真
の
曾
祖
父
出

羽
守
忠
興
の
娘
で
、
忠
興
正
室
の
本
光
院
輝
子
（
吉
里
娘
）
が
養
母

（
保
光
の
従
弟
女
）
と
な
る 

 
 
 
 
 
 

大
久
保
大
蔵
少
輔
忠
英
の
正
室
（
吉
保
養
女
了
真
院
幾
子
）
が
野
宮
宰 

相
定
基
の
娘 

 

（
ｓ
３
小
田
原
藩
参
照
） 

 

旗
本 

 
 
 

松
平
左
七
郎
（
縫
殿
頭
） 

 
 

 

左
七
郎
の
祖
父
大
隅
守
乗
友
の
正
室
が
戸
澤
富
寿
正
礼
の
高
祖
父 

 
 
 
 
 
 

上
総
守
正
諶
正
室
の
翠
松
院
乾
子
（
吉
里
娘
）
の
養
女
（
離
縁
） 

 

（
文
化
二
年
死
去
） 

掛
川
藩 

 
 

太
田
備
中
守
資
愛 

 
 
 
 
 

 

右
大
隅
守
乗
友
と
の
続
合
で
両
敬
継
続 

 

９ 小
幡
藩 

 
 

松
平
宮
内
少
輔
忠
恵 

 
 
 
 
 

忠
恵
の
高
祖
父
玄
蕃
頭
忠
暁
の
正
室
が
黒
田
豊
前
守
直
邦
の
娘 

直
邦
の
正
室
は
吉
保
養
女
（
寿
量
院
土
佐
子
）（
ｓ
４
久
留
里
藩
参
照
） 

忠
暁
＝
忠
恒
＝
忠
福
＝
忠
疆
＝
忠
恵
＝
忠
恕 

 

桑
名
藩 

 
 

松
平
下
総
守
忠
翼 

 
 
 
 
 

 

忠
翼
の
養
父
下
総
守
忠
知
及
び
養
祖
父
下
総
守
忠
功
が
共
に
紀
伊
中

納
言
宗
将
の
息
、
忍
藩
主
阿
部
播
磨
守
正
由
も
同
じ
く
宗
将
の
息
で

阿
部
家
（
宗
家
と
は
福
山
藩
主
阿
部
正
倫
の
正
室
が
信
鴻
娘
宝
池
院
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で
縁
戚
関
係
）
と
奥
平
松
平
家
が
両
敬 

忠
翼
は
与
板
藩
井
伊
直
朗
の
二
男
（
忠
尭
の
代
に
三
方
領
地
替
に
よ 

り
忍
藩
に
転
封
、
後
任
は
白
河
藩
よ
り
定
永
） 

忠
刻
＝
忠
啓
＝
（
忠
功
）
＝
忠
和
（
知
）
＝
忠
翼
＝
忠
尭 

 

（
文
化
二
年
十
月
死
去
） 

安
中
藩 

 
 

板
倉
伊
豫
守
（
主
計
頭
）
勝
意 

 

勝
意
の
曾
祖
父
佐
渡
守
勝
清
の
娘
が
黒
田
豊
前
守
直
服
の
曾
祖
父
豊

前
守
直
享
の
嫡
子
鉄
三
郎
直
弘
の
正
室
（
離
縁
す
る
も
両
敬
） 

父
勝
暁
の
正
室
が
新
庄
藩
戸
澤
正
庸
（
正
諶
の
祖
父
）
の
娘
（
ｓ
３

新
庄
藩
参
照
） 

勝
尚
の
正
室
が
福
山
藩
阿
部
正
倫
の
娘 

勝
清
＝
勝
暁
＝
勝
意
＝
勝
尚 

 

福
島
藩 

 
 

板
倉
内
膳
正
勝
長 

 
 
 
 
 
 

板
倉
伊
予
守
勝
意
と
同
家
の
由
緒 

 

関
宿
藩 

 
 

久
世
大
和
守
広
誉 
 
 
 
 
 
 

広
誉
の
妹
が
藤
堂
左
近
将
監
高
兌
の
養
父
佐
渡
守
高
嶷
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

正
室
が
棚
倉
藩
主
松
平
武
元
の
娘 

 
 
 
 
 
 

娘
が
三
春
藩
主
秋
田
謐
季
長
季
・
松
本
藩
主
松
平
光
庸
の
正
室 

広
明
＝
広
誉
＝
広
運
＝
広
周 

 

（
文
化
七
年
八
月
死
去
） 

山
形
藩 

 
 

秋
元
但
馬
守
永
朝 

 
 
 
 
 
 

永
朝
の
娘
が
岡
崎
藩
主
本
多
中
務
大
輔
忠
顕
の
養
父
中
務
大
輔
忠
典

の
正
室 

 
 
 
 
 
 

涼
朝
の
養
女
（
秋
田
延
季
娘
）
が
京
極
高
中
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

永
朝
の
正
室
は
井
伊
直
幸
の
養
女
（
井
伊
直
存
の
娘
）、
継
室
が
牧
野

貞
長
の
娘 

（
涼
朝
）
＝
永
朝
＝
久
朝
＝
（
志
朝
） 

 
 
 

（
文
化
五
年
死
去
） 

忍
藩 

 
 
 

阿
部
播
磨
守
正
由 

 
 
 
 
 

 

正
由
の
曾
祖
父
豊
後
守
正
允
の
娘
が
姫
路
新
田
藩
主
酒
井
左
近
将
監

忠
交
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

正
由
は
紀
州
藩
主
宗
将
の
十
一
男
、
拳
母
藩
主
内
藤
政
文
・
西
条
藩
主

松
平
頼
謙
・
桑
名
藩
主
松
平
忠
功
等
が
兄
弟 

正
允
＝
正
敏
＝
正
識
＝
（
正
由
） 

 

中
津
藩 

 
 

奥
平
大
膳
大
夫
昌
高 

 
 
 
 

 

昌
高
の
祖
父
大
膳
大
夫
昌
邦
の
正
室
が
阿
部
正
由
の
曾
祖
父
豊
後
守

正
允
の
娘 

 
 
 
 
 
 

昌
高
は
重
豪
の
二
男
（
真
華
院
淑
子
の
兄
）、
岡
山
藩
主
池
田
慶
政
等

の
父 

昌
邦
（
鹿
）
＝
昌
男
＝
（
昌
高
）
＝
昌
暢 

 

１
０ 

（
文
化
四
年
五
月
死
去
） 

旗
本 

 
 
 

土
岐
縫
之
助
（
出
羽
守
）
頼
門 

 

頼
門
の
父
主
税
頼
香
の
正
室
が
柳
澤
伊
賀
守
光
被
の
祖
父
伊
賀
守
保

卓
の
娘 

 

旗
本 

 
 
 

石
原
庄
三
郎
正
敬 
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正
敬
は
伊
賀
守
保
卓
の
次
男
。
清
左
衛
門
正
範
の
養
嗣
子
と
な
る 

 
旗
本 

 
 
 

牟
礼
清
左
衛
門
勝
昌 

 
 
 
 
 

勝
昌
の
正
室
が
伊
賀
守
保
卓
の
娘 

 

旗
本 

 
 
 

石
巻
栄
之
助
康
由 

 
 
 
 
 
 

康
由
は
伊
賀
守
保
卓
の
三
男
、
権
右
衛
門
康
福
の
養
嗣
子
と
な
る 

 

高
家
旗
本 

 

日
野
伊
豫
守
資
施 

 
 
 
 
 
 

資
施
養
父
主
税
資
直
の
正
室
が
柳
澤
信
濃
守
里
之
の
祖
父
弾
正
少
弼

保
経
の
娘 

 

（
文
化
三
年
八
月
隠
居
） 

岡
部
藩 

 
 

安
部
摂
津
守
信
享 

 
 
 
 
 
 

信
享
の
娘
が
柳
澤
信
濃
守
里
之
の
正
室 

（
信
允
の
娘
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
里
之
と
信
享
は
同
年
代
で
あ
り
、

信
享
の
娘
が
入
與
す
る
と
は
考
え
に
く
く
本
文
書
の
誤
解
か
） 

信
賢
＝
信
平
＝
信
允
＝
信
享 

 

（
文
化
五
年
八
月
死
去
、
跡
守
業
弟
守
典
） 

旗
本 

 
 
 

三
枝
土
佐
守
守
義 

 
 
 
 
 
 

守
義
の
嫡
子
宗
十
郎
守
業
の
正
室
が
柳
澤
信
濃
守
里
之
の
娘
（
後
に
離

縁
） 

 

（
文
化
五
年
四
月
死
去
） 

旗
本 

 
 
 

長
沢
滋
丸
（
宮
内
）
資
模 

 
 
 

資
模
の
父
要
人
資
信
の
娘
が
信
鴻
三
男
武
田
安
芸
守
信
明
の
正
室 

 

１
１ 

（
文
化
六
年
七
月
死
去
） 

旗
本 
 
 
 

大
沢
亀
太
郎
（
弾
正
）
定
壽 

 
 

六
角
越
前
守
広
孝
の
実
家
で
、
定
壽
の
正
室
が
信
鴻
四
男
六
角
伊
豫

守
広
籌
の
娘 

 

旗
本 

 
 
 

速
見
左
近
（
甲
斐
守
）
長
祥 

 
 

長
祥
の
養
父
春
牛
の
妹
が
六
角
越
前
守
広
孝
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

春
牛
の
弟
速
見
登
の
娘
（
同
越
前
守
広
孝
の
養
女
）
が
左
近
長
祥
の
正 

室 

 

旗
本 

 
 
 

丸
毛
肥
前
守
政
良 

 
 
 
 
 
 

政
良
の
亡
嫡
子
主
水
正
政
美
の
正
室
が
越
前
守
広
孝
の
娘 

 

旗
本 

 
 
 

黒
川
左
京
正
明 

 
 
 
 
 
 

越
前
守
広
孝
の
息
で
黒
川
家
の
養
子
と
な
る 

（
以
上
六
角
家
ｓ
２
参
照
） 

 

旗
本 

 
 
 

上
田
弥
右
衛
門
義
茂 

 
 
 
 
 

義
茂
は
戸
田
松
三
郎
忠
集
の
従
弟 

（
ｓ
４
参
照
） 

 （
文
化
四
年
七
月
隠
居
） 

旗
本 

 
 
 

稲
葉
大
膳
正
順 

 
 
 
 
 
 

 

伊
奈
小
三
郎
忠
盈
の
縁
者
（
ｓ
２
参
照
） 

 

上
山
藩 

 
 

松
平
山
城
守
信
愛 
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信
愛
の
祖
父
山
城
守
信
享
が
保
光
と
別
懇
（
奢
侈
文
人
） 

 
勝
山
藩 

 
 

小
笠
原
土
用
犬
丸
が
母 

（
相
模
守
長
貴
） 

 
 
 
 

中
川
修
理
大
夫
久
貴
（
保
光
三
男
）
の
祖
父
修
理
大
夫
久
貞
の
娘
（
久

喜
の
伯
母
）
で
土
用
犬
丸
長
貴
の
父
相
模
守
長
教
の
正
室
（
窕
容
院
） 

（
ｓ
２
岡
藩
参
照
） 

 

（
文
化
五
年
二
月
両
敬
取
扱
、
同
四
月
隠
居
） 

 
 

旗
本 

 
 

 

柳
澤
六
郎
左
衛
門
政
位 

 
 
 

 

柳
澤
孫
左
衛
門
安
吉
七
代
目 

 

１
２ 

 
 

旗
本 

 
 
 

柳
澤
八
郎
右
衛
門
聴
信 

 
 
 

 

同
安
吉
の
次
男
吉
次
六
代
目 

 

（
後
折
り
）
追
記
分
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
文
化
八
年
迄
の
状
況
で
、
そ
れ
以
降
の

発
生
案
件
は
書
か
れ
て
い
な
い
） 

 

母
里
藩 

 
 

松
平
志
摩
守
直
方 

 
 
 
 
 
 

直
方
の
継
室
が
松
平
右
京
大
夫
輝
和
の
三
女
鶴
子
（
保
光
正
室
長
享
院

の
姪
） 

直
行
＝
直
暠
＝
直
方 

 

（
文
化
六
年
隠
居
、
跡
斉
興
） 

薩
摩
藩 

 
 

松
平
薩
摩
守
斉
宣 

 
 
 
 
 
 

父
栄
翁
重
豪
の
二
男
が
奥
平
大
膳
大
夫
昌
高
（
中
津
藩
へ
養
子
）、
保

光
と
別
懇 

 
 
 
 
 
 

中
津
藩
奥
平
家
と
福
山
藩
阿
部
家
が
両
敬
（
ｓ
９
中
津
藩
参
照
）
阿
部

家
と
当
家
も
姻
戚
両
敬
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
薩
摩
島
津
家
と

も
両
敬
に
な
る
。 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
後
に
重
豪
娘
の
真
華
院
淑
子
が
保
興
の
正
室
と
な
る
こ
と
で
、
重
豪

の
子
女
を
始
め
と
す
る
左
の
薩
摩
島
津
家
縁
戚
と
繋
が
る
こ
と
と
な

る 家
斉
御
台
所
広
大
院
茂
子
・
中
津
藩
奥
平
昌
高
・
八
戸
藩
南
部
信
順
・

桑
名
藩
松
平
定
和
室
柔
正
院
孝
子
・
福
岡
藩
黒
田
長
博
・
大
垣
藩
戸

田
氏
正
室
親
子
・
郡
山
藩
保
興
室
真
華
院
俶
子
・
新
庄
藩
戸
澤
正
令

室
貢
子
等
） 

重
年
＝
重
豪
＝
斉
宣
＝
斉
興
＝
斉
彬 

 

大
垣
新
田
藩 

戸
田
淡
路
守
氏
宥 

 
 
 
 
 

 

戸
田
采
女
正
氏
教
と
分
知
関
係
。 

 
 
 
 
 
 

氏
教
嫡
子
伊
賀
守
氏
庸
の
正
室
が
、
氏
宥
の
養
父
左
近
将
監
氏
興
の
妹 

 
 

 
 
 
 
 
 

氏
宥
の
娘
が
黒
川
藩
柳
澤
光
昭
の
正
室
（
ｓ
１
黒
川
藩
参
照
） 

 
 
 
 
 
 

戸
田
淡
路
守
氏
綏
の
正
室
が
保
光
の
娘
（
英
鑑
院
鎮
子
）、
氏
綏
は
氏

教
の
四
男 

氏
養
＝
氏
興
＝
（
氏
宥
）
＝
氏
綏 

 
 

 

旗
本 

 
 
 

戸
田
内
膳 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

戸
田
采
女
正
氏
教
と
分
知
関
係
。 

 

松
本
藩 

 
 

松
平
丹
波
守
光
壮
（
年
） 

 
 

 
正
室
（
早
世
）
が
戸
田
采
女
正
氏
教
の
娘
（
辰
子
） 

 
 
 
 
 
 

光
庸
の
正
室
が
久
世
広
誉
の
娘 
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光
行
＝
光
壮
（
年
）
＝
光
庸 

 
１
３ 

公
家 

 
 
 

外
山
修
理
権
大
夫
光
実 

 
 
 
 

光
実
の
正
室
が
青
木
大
弥
太
信
周
（
吉
里
五
男
）
の
娘
（
五
百
子
） 

 
 
 
 
 
 

嫡
子
勘
解
由
次
官
光
施
の
正
室
が
保
光
の
娘
（
悦
子
） 

 
 
 

公
家 

 
 
 

冷
泉
侍
従
宰
相
為
訓 

 
 
 
 
 

為
訓
の
正
室
が
柳
澤
兵
部
信
復
（
信
鴻
息
）
の
娘
（
琴
子
）
、
養
女
（
茂

都
子
） 

 

公
家 

 
 
 

風
早
宰
相
実
秋 

 
 
 
 
 
 

実
秋
の
正
室
が
柳
澤
兵
部
信
復
の
娘
（
春
子
）、
春
子
は
種
丸
公
文
の

実
母 

 

生
実
藩 

 
 

森
川
兵
部
少
輔
俊
敏 

 
 
 
 
 

保
泰
父
君
（
保
光
）
と
別
懇 

 

（
文
化
二
年
十
二
月
よ
り
） 

小
倉
藩 

 
 

小
笠
原
伊
豫
守
忠
徳
（
固
） 

 
 

忠
徳
の
曾
祖
父
忠
基
の
正
室
（
梅
）
と
岡
藩
久
貴
（
保
光
三
男
）
の

曾
祖
父
中
川
久
慶
は
広
島
藩
綱
長
の
子
で
あ
り
義
理
兄
弟
、
又
綱
長

嫡
子
の
吉
長
の
養
女
が
忠
徳
の
祖
父
忠
総
の
正
室
で
も
あ
り
、
小
倉

藩
と
岡
藩
は
広
島
藩
を
介
し
両
敬
関
係 

忠
基
＝
（
忠
総
）
＝
忠
苗
＝
（
忠
固
（
徳
）） 

 

（
文
化
三
年
六
月
致
仕
） 

飯
山
藩 

 
 

本
多
豊
後
守
助
受 

 
 
 
 
 

 

助
受
の
養
嫡
子
の
彦
三
郎
（
助
賢
）
が
戸
田
采
女
正
氏
教
の
二
男 

助
盈
＝
助
受
＝
助
賢 

 

三
上
藩 

 
 

遠
藤
左
近
将
監
胤
富 

 
 
 
 
 

胤
富
は
松
平
輝
高
正
室
（
吉
田
藩
主
松
平
信
祝
の
娘
桂
寿
院
）
の
甥
、

保
光
正
室
（
長
享
院
永
子
）
の
従
弟
（
吉
田
藩
主
信
復
の
七
男
） 

（
ｓ
３
高
崎
藩
、
ｓ
５
吉
田
藩
参
照
） 

戸
田
采
女
正
氏
教
の
三
男
直
之
進
胤
統
が
胤
富
の
養
嗣
子 

 

旗
本 

 
 
 

藤
掛
主
水
永
貞 

 
 
 
 
 
 

永
貞
は
松
平
右
京
亮
輝
延
の
妹
（
止
子
）
の
養
子 

 

１
４ 

（
文
化
六
年
十
一
月
） 

 

白
河
藩 

 
 

松
平
越
中
守
定
信 

 
 
 
 
 
 

定
信
の
娘
が
松
平
右
京
亮
輝
延
の
嫡
子
摂
津
守
輝
健
の
正
室
（
ｓ
３
高

崎
藩
参
照
） 

 
 
 
 
 
 

（
松
代
藩
主
真
田
幸
専
の
養
嗣
子
真
田
幸
貫
が
定
信
の
二
男
） 

 
 
 
 
 
 

定
信
の
嫡
子
式
部
大
輔
定
永
が
白
河
藩
か
ら
桑
名
藩
に
転
封
（
ｓ
９
桑

名
藩
参
照
） 

 
 
 
 
 
 

定
和
の
正
室
が
重
豪
の
九
女
柔
正
院
孝
子
（
真
華
院
の
姉
）、
長
男
の

定
猶
が
早
世
の
為
婿
養
子
と
し
て
定
敬
（
徳
川
茂
徳
・
松
平
容
保
と
共

に
高
須
三
兄
弟
） 

定
信
＝
定
永
＝
定
和
＝
定
猶
＝
（
定
敬
） 

 
 （

文
化
七
年
十
一
月
よ
り
） 
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尾
張
附
家
老 

竹
腰
山
城
守
正
定 

 
 
 
 
 
 

正
定
の
正
室
が
柳
澤
信
濃
守
里
世
（
三
日
市
藩
）
の
姉
充
子 

 
村
松
藩 

 
 

堀
丹
後
守
直
庸 

 
 
 
 
 
 

直
庸
の
妹
が
柳
生
藩
主
柳
生
飛
騨
守
俊
豊
（
保
光
六
男
）
の
正
室 

 
 
 
 
 
 

娘
が
三
日
市
藩
柳
澤
里
顕
（
保
光
九
男
）
の
継
室 

 

（
後
折 

奥
書
）
享
和
三
（
１
８
０
３
）
癸
亥
年
春
、
出
来
に
て
候
得
共
、
此
一
冊
、

享
和
二
壬
戌
冬
よ
り
取
調 

 
 

于
時
、
文
化
改
元
（
１
８
０
４
）
甲
子
年
初
冬
十
月
、
朱
加
筆
。
従
夫
後
、
追
々

糺
記
之 

 

平
戸
新
田
藩 

松
浦
大
和
守
皓 

 
 
 
 
 
 
 

正
室
が
保
光
の
娘
（
随
仙
院
睦
子
）
、
三
日
市
藩
柳
澤
弾
正
少
弼
泰

孝
の
正
室
は
娘 

 

相
馬
中
村
藩 

相
馬
大
膳
亮
允
胤 

 
 
 
 
 
 

正
室
が
保
泰
の
娘
（
本
明
院
隣
子
） 

 
 
 

 

泉
藩 

 
 
 

本
多
越
中
守
忠
徳 

 
 
 
 
 
 

正
室
が
保
泰
の
娘
（
妙
芳
院
馨
子
） 

 

 

唐
津
藩 

 
 

小
笠
原
佐
渡
守
長
和 

 
 
 
 
 

保
泰
九
男
の
長
和
が
能
登
守
長
会
の
養
嗣
子 

 
 
 
 
 
 

（
棚
倉
か
ら
転
封
の
初
代
長
昌
に
は
嫡
子
長
行
が
居
た
が
幼
児
で
あ
る

と
し
て
庄
内
藩
酒
井
忠
徳
六
男
の
長
泰
、
長
泰
の
次
に
一
族
旗
本
か

ら
長
会
、
次
に
郡
山
藩
保
泰
九
男
の
長
和
、
次
に
松
本
藩
松
平
光
庸

長
男
の
長
国
、
次
に
藩
内
抗
争
の
結
果
長
昌
嫡
子
の
長
行
が
廿
九
歳

で
長
国
嫡
子
と
な
り
、
四
十
歳
で
嗣
子
の
ま
ま
老
中
と
し
て
長
州
戦

争
小
倉
口
の
総
指
揮
官
と
な
り
惨
敗
し
た
。 

典
型
的
な
封
建
制
度
破
綻
の
体
現
者
で
あ
る
） 

長
昌
＝
（
長
泰
）
＝
（
長
会
）
＝
（
長
和
）
＝
（
長
国
）―

（
長
行
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(

完) 

 


